
条 例

�愛媛県条例第１号
特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及び特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及び教育長の給与、退職手当、

旅費及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及び特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及び教育長の給与、退職

手当、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

（特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例の一部改正）

第１条 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例（昭和２８年愛媛県条例第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（非常勤の職員の給与）

第１０条 非常勤の職員の給与については、勤務１日につき３４，９００円

を超えない範囲内において、任命権者が知事と協議して報酬を支

給する。ただし、任命権者が日額により難いと認めるときは、月

額又は年額で定めることができる。

２・３ 省略

（非常勤の職員の給与）

第１０条 非常勤の職員の給与については、勤務１日につき３５，１００円

を超えない範囲内において、任命権者が知事と協議して報酬を支

給する。ただし、任命権者が日額により難いと認めるときは、月

額又は年額で定めることができる。

２・３ 省略

（特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及び教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する
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条例の一部改正）

第２条 特別職の職員の給与及びその他の給付に関する条例及び教育長の給与、退職手当、旅費及び勤務時間等に関する条例の一部を改正

する条例（平成１８年愛媛県条例第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ 第１条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の

給付に関する条例第１１条第１項に定める職員で、同項の規定によ

り支給される報酬の額が勤務１日につき３５，３００円を超え３７，９００円

以下であるものに対する第１条の規定による改正後の特別職の職

員の給与及びその他の給付に関する条例第１０条第１項の規定の適

用については、平成２５年３月３１日 までの間は、同項中「３４，９００

円」とあるのは、「３６，１００円」とする。

附 則

２ 第１条の規定による改正前の特別職の職員の給与及びその他の

給付に関する条例第１１条第１項に定める職員で、同項の規定によ

り支給される報酬の額が勤務１日につき３５，３００円を超え３７，９００円

以下であるものに対する第１条の規定による改正後の特別職の職

員の給与及びその他の給付に関する条例第１０条第１項の規定の適

用については、当該職員が離職するまでの間は、同項中「３５，１００

円」とあるのは、「３７，６００円」とする。

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２号
知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事等及び職員の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等及び職員の給与の特例に関する条例（平成１８年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

（この条例の失効）

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３号
愛媛県副知事定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県副知事定数条例の一部を改正する条例

愛媛県副知事定数条例（平成１９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

副知事の定数は、２人とする。 副知事の定数は、１人とする。

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第４号
知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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知事等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

知事等の退職手当に関する条例（昭和３１年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 省略

（副知事の退職手当の特例）

第４条 国家公務員（国家公務員退職手当法（昭和２８年法律第１８２

号）第２条第１項に規定する職員をいう。以下同じ。）から引き

続いて職員（愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３

号）第２条第１項に規定する職員をいう。以下同じ。）となつた

者が、引き続いて職員として在職した後引き続いて副知事となつ

た場合におけるその者の副知事としての在職期間には、その者の

職員としての引き続いた在職期間（同条例第７条第１項に規定す

る職員としての引き続いた在職期間をいう。以下同じ。）を含む

ものとする。

２ 前項の規定の適用を受ける副知事が退職した場合において、そ

の者が退職の日又はその翌日に再び副知事となつたときにおける

その者の副知事としての在職期間には、その者の先の副知事とし

ての在職期間を含むものとする。

３ 前２項の規定の適用を受ける副知事の退職手当の額は、前条の

規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

� その者の最終の任期に係る副知事を退職した日における給料

月額及びその者の副知事としての任期ごとの在職月数を基礎と

して、前条の規定により計算した額

� その者の副知事となつた日の直前の職員を退職した日におけ

る給料月額及びその者の職員としての引き続いた在職期間を基

礎として、愛媛県職員退職手当条例の例により計算した額

４ 第１項又は第２項の規定の適用を受ける副知事が退職した場合

において、その者が退職の日若しくはその翌日に再び副知事とな

り、又は引き続いて国家公務員となつたときは、この条例の規定

による退職手当は、支給しない。

（その他）

第５条 この条例に定めるもののほか、知事等の退職手当について

は、愛媛県職員退職手当条例 の例

による。

第３条 省略

（その他）

第４条 この条例に定めるもののほか、知事等の退職手当について

は、愛媛県職員退職手当条例（昭和２９年愛媛県条例第３号）の例

による。

附 則

この条例は、平成２４年３月３１日から施行する。

�愛媛県条例第５号
住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例

住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第４条関係）

１～９ 省略

１０ 災害時における県民の安否の確認に関する事務であって規則

で定めるもの

別表第２（第４条関係）

１～９ 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第６号
愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県事務処理の特例に関する条例（平成１２年愛媛県条例第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

事 務 市 町 事 務 市 町

１ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（漁港漁

場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第２５条第

１項第１号及び第２項の規定により市が管

理する漁港の区域内に限る。）

�～� 省略

松山市、今治

市、宇 和 島

市、八 幡 浜

市、新 居 浜

市、西条市、

大洲市、伊予

市、四国中央

市及び西予市

１ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの（漁港漁

場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第２５条第

１項第１号及び第２項の規定により市が管

理する漁港の区域内に限る。）

�～� 省略

松山市、今治

市、宇 和 島

市、八 幡 浜

市、新 居 浜

市、西条市、

大洲市及び四

国中央市

１の２ 地方自治法（以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

�・� 省略

各市町 １の２ 地方自治法（以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

�・� 省略

� 法第２６０条第１項の規定に基づく町若し

くは字の区域を新たに画し若しくはこれ

を廃止し、又は町若しくは字の区域若し

くはその名称を変更する旨の届出の受理

に関する事務

� 法第２６０条第２項の規定に基づく町若し

くは字の区域を新たに画し若しくはこれ

を廃止し、又は町若しくは字の区域若し

くはその名称を変更する旨の届出の受理

の告示に関する事務

各市町

１の３～６ 省略 １の３～６ 省略

７ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法

律第４８号。以下この項において「法」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

各町 ７ 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法

律第４８号。以下この項において「法」とい

う。）及び法の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

各市町（中核

市を除き、第

３号及び第４

号に掲げる事

務（同号の許

可の取消しに

関する事務を

除く。）にあ

っては、保健

所を設置する

市を除く。）

７の２・７の３ 省略 ７の２・７の３ 省略

７の４ 国有財産法に基づく事務のうち、７

の２の項に掲げるもの（港湾法（昭和２５年

松山市、今治

市 、 宇 和 島

７の４ 国有財産法に基づく事務のうち、７

の２の項に掲げるもの（港湾法（昭和２５年

松山市、今治

市 、 宇 和 島

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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法律第２１８号）第３７条の２第１項の規定によ

り市町が指定した港湾隣接地域内に所在す

る国土交通大臣の所管に属する国有財産に

係るものに限る。）

市、八 幡 浜

市、新 居 浜

市、西予市、

上島町及び伊

方町

法律第２１８号）第３７条の２第１項の規定によ

り市町が指定した港湾隣接地域内に所在す

る国土交通大臣の所管に属する国有財産に

係るものに限る。）

市、八 幡 浜

市

、西予市、

上島町及び伊

方町

８～１４の２ 省略 ８～１４の２ 省略

１４の３ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

にわたるものに関するものを除く。）

�～� 省略

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、大洲市、

伊予市、西予

市、松前町、

伊方町、松野

町、鬼北町及

び愛南町

１４の３ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号。

以下この項において「法」という。）及び

法の施行のための規則に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの（２以上の市町の区域

にわたるものに関するものを除く。）

�～� 省略

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、大洲市

、西予

市、松前町

、鬼北町及

び愛南町

１５～２１ 省略 １５～２１ 省略

２２ 削除 ２２ 毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第２２条第１項の規定に基づく業務上

取扱者の届出の受理に関する事務

� 法第２２条第２項の規定に基づく業務上

取扱者に該当することとなった者の届出

の受理に関する事務

� 法第２２条第３項の規定に基づく事業の

廃止等の届出の受理に関する事務

� 法第２２条第４項において準用する法第

７条第３項の規定に基づく毒物劇物取扱

責任者の設置又は変更の届出の受理に関

する事務

� 法第２２条第４項において準用する法第

１５条の３の規定に基づく措置命令に関す

る事務

� 法第２２条第４項及び第５項において準

用する法第１７条第２項の規定に基づく報

告の徴収及び立入検査等に関する事務

� 法第２２条第４項において準用する法第

１９条第３項の規定に基づく毒物劇物取扱

責任者の変更の命令に関する事務

	 法第２２条第６項の規定に基づく措置命

令に関する事務

保健所を設置

する市

２３～２６の２ 省略 ２３～２６の２ 省略

２６の３ 農地法（昭和２７年法律第２２９号。以下

この項において「法」という。）に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

宇和島市、八

幡浜市、新居

浜 市、西 条

市、大洲市、

伊予市、四国

中央市、西予

市、東温市、

上島町、久万

高原町、松前

町、砥部町、

２６の３ 農地法（昭和２７年法律第２２９号。以下

この項において「法」という。）に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３条第１項の規定に基づく農地又

は採草放牧地の所有権の移転等の許可に

関する事務

� 法第３条第４項の規定に基づく許可を

しようとする旨の通知に関する事務

� 法第３条の２第１項の規定に基づく必

要な措置の勧告に関する事務

宇和島市、八

幡浜市、新居

浜 市、西 条

市、大洲市、

伊予市、四国

中央市、西予

市、東温市、

上島町、久万

高原町、松前

町、砥部町、
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� 省略

� 省略

内子町、伊方

町、松野町、

鬼北町及び愛

南町

� 法第３条の２第２項の規定に基づく許

可の取消しに関する事務

� 省略

� 省略

内子町、伊方

町、松野町、

鬼北町及び愛

南町

２６の４ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、大洲市、

伊予市、四国

中央市、西予

市、東温市、

久万高原町、

松前町、砥部

町、内子町、

伊方町、松野

町、鬼北町及

び愛南町

２６の４ 商工会議所法（昭和２８年法律第１４３

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

宇和

島市、八幡浜

市、大洲市

、四国

中央市、西予

市、東温市、

久万高原町、

松前町、砥部

町、内子町、

伊方町

及

び愛南町

２６の５ ガス事業法（昭和２９年法律第５１号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� ガス事業法施行令（昭和２９年政令第６８

号。以下この項において「政令」とい

う。）第１２条第１項の規定に基づく法第

４６条第１項に規定するガス用品の販売の

事業を行う者（以下この項において「販

売事業者」という。）に対する報告の徴

収に関する事務

� 政令第１２条第１項の規定に基づく法第

４７条第１項に規定する販売事業者に対す

る立入検査に関する事務

� 政令第１２条第１項の規定に基づく法第

４７条の２第１項に規定する販売事業者に

対する提出命令に関する事務

� 政令第１２条第２項の規定に基づく報告

に関する事務

上島町、久万

高原町、内子

町、伊方町、

松野町、鬼北

町及び愛南町

２７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、個人施行者又は土地区画

整理組合が施行する土地区画整理事業に関

する次に掲げるもの（施行地区若しくは施

行区域が２以上の市町の区域にわたるもの

又は第１号から第９号まで及び第１１号から

第１５号までの事務については施行面積が１０

ヘクタール以上のものに関するものを除

く。）

�～� 省略

今治市、新居

浜 市、大 洲

市、東温市、

久万高原町及

び内子町（左

欄第１０号の事

務 に あ っ て

は、今治市、

新居浜市、大

洲市及び東温

市を除く。）

２７ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、個人施行者又は土地区画

整理組合が施行する土地区画整理事業に関

する次に掲げるもの（施行地区若しくは施

行区域が２以上の市町の区域にわたるもの

又は第１号から第９号まで及び第１１号から

第１５号までの事務については施行面積が１０

ヘクタール以上のものに関するものを除

く。）

�～� 省略

今治市、新居

浜 市、大 洲

市、東温市、

久万高原町及

び内子町

２８ 土地区画整理法に基づく事務のうち、町

が施行する土地区画整理事業に関する同

法第７６条の規定に基づく施行地区内におけ

る土地の形質の変更若しくは建築物その他

の工作物の新築、改築若しくは増築又は移

動の容易でない物件の設置若しくは堆積の

許可及び土地の原状回復又は建築物その他

各町 ２８ 土地区画整理法に基づく事務のうち、市

町が施行する土地区画整理事業に関する同

法第７６条の規定に基づく施行地区内におけ

る土地の形質の変更若しくは建築物その他

の工作物の新築、改築若しくは増築又は移
たい

動の容易でない物件の設置若しくは堆積の

許可及び土地の原状回復又は建築物その他

各市町（中核

市を除く。）
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の工作物若しくは物件の移転若しくは除却

の命令に関する事務

の工作物若しくは物件の移転若しくは除却

の命令に関する事務

２８の２～３２ 省略 ２８の２～３２ 省略

３３ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの（２以上の市町

の区域にわたるものに関するものを除

く。）

�～� 省略

各町 ３３ 駐車場法（昭和３２年法律第１０６号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの（２以上の市町

の区域にわたるものに関するものを除

く。）

�～� 省略

各市町（中核

市を除く。）

３４～３７ 省略 ３４～３７ 省略

３７の２ 工場立地法（昭和３４年法律第２４号。

以下この項において「法」という。）及び

工場立地の調査等に関する法律の一部を改

正する法律（昭和４８年法律第１０８号）に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

上島町、内子

町、松野町及

び鬼北町

３７の２ 工場立地法（昭和３４年法律第２４号。

以下この項において「法」という。）及び

工場立地の調査等に関する法律の一部を改

正する法律（昭和４８年法律第１０８号）に基づ

く事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

松山市、今治

市、宇 和 島

市、八 幡 浜

市、西条市、

大洲市、四国

中央市、東温

市、上島町及

び内子町

３８ 削除 ３８ 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第９条の規定に基づく改良地区内に

おける土地の形質の変更若しくは建築物

その他の工作物の新築、改築若しくは増

築又は移動の容易でない物件の設置若し
たい

くは堆積の許可及び土地の原状回復又は

建築物その他の工作物若しくは物件の移

転若しくは除却の命令に関する事務

� 法第２１条第１項の規定に基づく土地の

試掘等の許可に関する事務（県が施行す

る住宅地区改良事業に係るものを除

く。）

今治市、新居

浜市及び西条

市

３９ 商工会法（昭和３５年法律第８９号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、大洲市、

伊予市、四国

中央市、西予

市、東温市、

久万高原町、

松前町、砥部

町、内子町、

伊方町、松野

町、鬼北町及

び愛南町

３９ 商工会法（昭和３５年法律第８９号。以下こ

の項において「法」という。）に基づく事

務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

宇和

島市、八幡浜

市、大洲市

、四国

中央市、西予

市、東温市、

久万高原町、

松前町、砥部

町、内子町、

伊方町

及

び愛南町

４０ 薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下この

項において「法」という。）及び法の施行

のための規則に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

�～� 省略

� 削除

保健所を設置

する市

４０ 薬事法（昭和３５年法律第１４５号。以下この

項において「法」という。）及び法の施行

のための規則に基づく事務のうち、次に掲

げるもの

�～� 省略

� 薬事法施行規則等の一部を改正する省

令（平成２１年厚生労働省令第１０号。以下

保健所を設置

する市
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� 省略

この項において「改正省令」という。）

附則第４条第１項の規定に基づく薬局の

管理者の週当たり勤務時間数の届出の受

理に関する事務

�の２ 改正省令附則第４条第２項の規定

に基づく薬局の管理者以外の薬局におい

て薬事に関する実務に従事する薬剤師又

は登録販売者の週当たり勤務時間数の届

出の受理に関する事務

�の３ 改正省令附則第４条第３項の規定

に基づく週当たり勤務時間数の変更の届

出の受理に関する事務

�の４ 改正省令附則第４２条の規定に基づ

く既存薬局開設者の郵便等販売の届出の

受理に関する事務

� 省略

４０の２～４２ 省略 ４０の２～４２ 省略

４３ 電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

各町 ４３ 電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

各市町

４４ 家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの（第

１号から第４号まで及び第４号の３の事務

に つ い て は、販 売 業 者（卸 売 業 者 を 除

く。）でその主たる事務所及び店舗が一の

町の区域内のみにあるものに関するものに

限る。）

� 省略

�の２ 政令第４条第１項の規定に基づく

法第４条第３項に規定する公表に関する

事務

�・� 省略

� 政令第４条第１項 の規定に

基づく法第１９条第２項に規定する報告の

徴収 に関する事務

�の２ 政令第４条第２項の規定に基づく

法第１９条第２項に規定する立入検査に関

する事務

�の３ 政令第４条第５項の規定に基づく

協議に関する事務

� 政令第４条第６項の規定に基づく報告

に関する事務

各町 ４４ 家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

� 省略

�・� 省略

� 政令第４条第１項及び第２項の規定に

基づく法第１９条第２項に規定する報告の

徴収又は立入検査に関する事務

� 政令第４条第４項の規定に基づく報告

に関する事務

各市町

４５～４９ 省略 ４５～４９ 省略

４９の２ 液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律（以下この項におい

て「法」という。）に基づく事務のうち、

次に掲げるもの

� 液化石油ガスの保安の確保及び取引の

適正化に関する法律施行令（昭和４３年政

上島町、久万

高原町、内子

町、伊方町、

松野町、鬼北

町及び愛南町

４９の２ 騒音規制法（昭和４３年法律第９８号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３条第１項の規定に基づく地域の

指定に関する事務

� 法第３条第３項（法第４条第３項にお

今治市及び新

居浜市
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令第１４号。以下この項において「政令」

という。）第１３条第７項の規定に基づく

法第８２条第１項に規定する液化石油ガス

器具等の販売の事業を行う者（以下この

項において「販売事業者」という。）に

対する報告の徴収に関する事務

� 政令第１３条第７項の規定に基づく法第

８３条第１項に規定する販売事業者に対す

る立入検査等に関する事務

� 政令第１３条第７項の規定に基づく法第

８３条の２第１項に規定する販売事業者に

対する提出命令に関する事務

� 政令第１３条第８項の規定に基づく報告

に関する事務

いて準用する場合を含む。）の規定に基

づく公示に関する事務

� 法第４条第１項の規定に基づく規制基

準の設定に関する事務

� 法第１８条第１項の規定に基づく常時監

視に関する事務

� 法第１８条第２項の規定に基づく報告に

関する事務

� 法第１９条の規定に基づく公表に関する

事務

� 法第２２条の規定に基づく協力を求め、

又は意見を述べることに関する事務

� 騒音規制法第１７条第１項の規定に基づ

く指定地域内における自動車騒音の限度

を定める省令（平成１２年総理府令第１５

号）別表備考の規定に基づく区域の指定

に関する事務

� 特定建設作業に伴つて発生する騒音の

規制に関する基準（昭和４３年１１月厚生

省・建設省告示第１号）別表第１号の規

定に基づく区域の指定に関する事務

５０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

この項において「法」という。）及び法の

施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

	 省略

	の２ 省略

�～
 省略

�から�まで 削除

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、新 居 浜

市、西条市、

大洲市、四国

中央市及び西

予市

５０ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下

この項において「法」という。）及び法の

施行のための規則に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

	 法第２６条第１項の規定に基づく土地の

試掘等の許可に関する事務

	の２ 省略

	の３ 省略

�～
 省略


の２ 法第５５条の規定に基づく都市計画

施設の区域内の土地の指定等に関する事

務


の３ 法第５６条第１項から第３項までの

規定に基づく事業予定地内の土地の買取

りに関する事務


の４ 法第５７条第１項から第３項までの

規定に基づく事業予定地内の土地の先買

い等に関する事務


の５ 法第５７条の３第１項において準用

する法第５２条の２第１項及び第２項の規

定に基づく施行予定者が定められている

都市計画施設の区域等内における土地の

形質の変更又は建築物の建築等の許可及

び国の機関との協議に関する事務

� 法第８０条第１項の規定に基づく第１号

から第１０号までの事務に係る報告の徴

収、勧告等に関する事務

 法第８１条の規定に基づく第１号から第

１０号までの事務に係る監督処分に関する

事務

� 法第８２条の規定に基づく第１号から第

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、新 居 浜

市、西条市、

大洲市、四国

中央市及び西

予市
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� 省略

１０号までの事務に係る立入検査に関する

事務

� 省略

５０の２ 都市計画法（以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 法第２６条第１項の規定に基づく土地の

試掘等の許可に関する事務

� 法第５５条の規定に基づく都市計画施設

の区域内の土地の指定等に関する事務

� 法第５６条第１項から第３項までの規定

に基づく事業予定地内の土地の買取りに

関する事務

� 法第５７条第１項から第３項までの規定

に基づく事業予定地内の土地の先買い等

に関する事務

� 法第５７条の３第１項において準用する

法第５２条の２第１項及び第２項の規定に

基づく施行予定者が定められている都市

計画施設の区域等内における土地の形質

の変更又は建築物の建築等の許可及び国

の機関との協議に関する事務

東温市

５１ 省略 ５１ 省略

５２ 都市計画法（以下この項において「法」

という。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（２以上の市町の区域にわたるもの

に関するものを除く。）

�・� 省略

� 法第６５条の規定に基づく都市計画施設

の区域又は市街地開発事業の施行区域内

における土地の形質の変更若しくは建築

物の建築等又は物件の設置若しくは堆積

の許可、施行者の意見の聴取及び国の機

関との協議に関する事務（町 が施行す

る都市計画事業に関するものに限る。）

�～� 省略

各町 ５２ 都市計画法（以下この項において「法」

という。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの（２以上の市町の区域にわたるもの

に関するものを除く。）

�・� 省略

� 法第６５条の規定に基づく都市計画施設

の区域又は市街地開発事業の施行区域内

における土地の形質の変更若しくは建築
たい

物の建築等又は物件の設置若しくは堆積

の許可、施行者の意見の聴取及び国の機

関との協議に関する事務（市町が施行す

る都市計画事業に関するものに限る。）

�～� 省略

各市町（中核

市を除く。）

５２の２ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの（第

６号から第８号までの事務については、県

が施行する市街地再開発事業に関するもの

を除く。）

�～� 省略

久万高

原町、砥部町

及び内子町

５２の２ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの

�～� 省略

	 法第１２９条の２第１項の規定に基づく再

開発事業計画の認定に関する事務（法第

１２９条の４の規定に基づく認定の通知に関

する事務を含む。）


 法第１２９条の５の規定に基づく再開発事

業計画の変更の認定に関する事務

� 法第１２９条の６の規定に基づく報告の徴

収に関する事務

� 法第１２９条の７の規定に基づく再開発事

今治市、新居

浜市、久万高

原町、砥部町

及び内子町
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業計画の認定に基づく地位の承継の承認

に関する事務

� 法第１２９条の８の規定に基づく改善命令

に関する事務

� 法第１２９条の９の規定に基づく再開発事

業計画の認定の取消しに関する事務

５２の３ 都市再開発法（以下この項において

「法」という。）に基づく事務のうち、次

に掲げるもの

� 法第１２９条の２第１項の規定に基づく再

開発事業計画の認定に関する事務（法第

１２９条の４の規定に基づく認定の通知に関

する事務を含む。）

� 法第１２９条の５の規定に基づく再開発事

業計画の変更の認定に関する事務

� 法第１２９条の６の規定に基づく報告の徴

収に関する事務

� 法第１２９条の７の規定に基づく再開発事

業計画の認定に基づく地位の承継の承認

に関する事務

� 法第１２９条の８の規定に基づく改善命令

に関する事務

� 法第１２９条の９の規定に基づく再開発事

業計画の認定の取消しに関する事務

今治市、新居

浜 市、大 洲

市、久万高原

町、砥部町及

び内子町

５３～５５ 省略 ５３～５５ 省略

５５の２ 悪臭防止法（昭和４６年法律第９１号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３条の規定に基づく規制地域の指

定に関する事務

� 法第４条の規定に基づく規制基準の設

定に関する事務

� 法第５条第２項の規定に基づく意見の

聴取に関する事務

� 法第６条の規定に基づく公示に関する

事務

� 法第２１条第１項の規定に基づく協力を

求めることに関する事務

今治市及び新

居浜市

５５の２ 省略 ５５の３ 省略

５６ 消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第

３１号。以 下 こ の 項 に お い て「法」と い

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（特定製品の販売の事業を行う者に関す

るものに限る。）

�～� 省略

各町 ５６ 消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第

３１号。以 下 こ の 項 に お い て「法」と い

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（特定製品の販売の事業を行う者に関す

るものに限る。）

�～� 省略

各市町

５６の２ 消費生活用製品安全法（以下この項

において「法」という。）に基づく事務の

うち、次に掲げるもの（特定保守製品取引

事業者に関するものに限る。）

� 消費生活用製品安全法施行令（以下こ

の項において「政令」という。）第１４条

上島町、久万

高原町、内子

町、伊方町、

松野町、鬼北

町及び愛南町
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第１項の規定に基づく法第４０条第１項に

規定する報告の徴収に関する事務

� 政令第１４条第１項の規定に基づく法第

４１条第１項に規定する立入検査に関する

事務

� 政令第１４条第１項の規定に基づく法第

４２条第１項に規定する特定保守製品の提

出命令に関する事務

� 政令第１４条第２項の規定に基づく報告

に関する事務

５６の３ 省略 ５６の２ 省略

５６の４ 中小小売商業振興法（昭和４８年法律

第１０１号。以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の（高度化事業計画に係る全ての施設又は

設備の所在地が一の町の区域に属する場合

に係るものに限る。）

�～� 省略

久万高原

町、松前町、

砥部町、内子

町、伊方町、

松野町、鬼北

町及び愛南町

５６の３ 中小小売商業振興法（昭和４８年法律

第１０１号。以下この項において「法」とい

う。）に基づく事務のうち、次に掲げるも

の

�～� 省略

今治市、宇和

島市、八幡浜

市、大洲市、

西予市、東温

市、久万高原

町、松前町、

砥部町、内子

町、伊方町

及び愛南町

５６の５ 省略 ５６の４ 省略

５６の６ 省略 ５６の５ 省略

５６の６ 振動規制法（昭和５１年法律第６４号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第３条第１項の規定に基づく地域の

指定に関する事務

� 法第３条第３項（法第４条第３項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基

づく公示に関する事務

� 法第４条第１項の規定に基づく規制基

準の設定に関する事務

� 法第２０条の規定に基づく協力を求め、

又は意見を述べることに関する事務

� 振動規制法施行規則（昭和５１年総理府

令第５８号。以下この項において「省令」

という。）別表第１付表第１号の規定に

基づく区域の指定に関する事務

� 省令別表第２備考１及び２の規定に基

づく区域及び時間の指定に関する事務

今治市及び新

居浜市

５６の７～５９ 省略 ５６の７～５９ 省略

５９の２及び５９の３ 削除 ５９の２ 被災市街地復興特別措置法（平成７

年法律第１４号。以下この項において「法」

という。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの

� 法第７条の規定に基づく被災市街地復

興推進地域内における土地の形質の変更

又は建築物の新築、改築若しくは増築の

許可及び土地の原状回復又は建築物その

他の工作物の移転若しくは除却の命令に

今治市及び新

居浜市
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関する事務

� 法第８条の規定に基づく被災市街地復

興推進地域内の土地の買取り等に関する

事務

５９の３ 介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下この項において「法」という。）に基

づく事務のうち、次に掲げるもの

� 法第９４条第１項の規定に基づく介護老

人保健施設の開設の許可の申請の受理及

び当該申請に係る申請書の知事への送付

に関する事務

� 法第９４条第２項の規定に基づく介護老

人保健施設の変更の許可の申請の受理及

び当該申請に係る申請書の知事への送付

に関する事務

�の２ 法第９４条の２第１項の規定に基づ

く介護老人保健施設の開設の許可の更新

の申請の受理及び当該申請に係る申請書

の知事への送付に関する事務

� 法第９５条の規定に基づく介護老人保健

施設の管理者の承認の申請の受理及び当

該申請に係る申請書の知事への送付に関

する事務

� 法第９８条第１項第４号の規定に基づく

介護老人保健施設の広告事項の許可の申

請の受理及び当該申請に係る申請書の知

事への送付に関する事務

� 法第９９条第１項の規定に基づく介護老

人保健施設の変更又は再開の届出の受付

及び当該届出に係る届出書の知事への送

付に関する事務

�の２ 法第９９条第２項の規定に基づく介

護老人保健施設の廃止又は休止の届出の

受付及び当該届出に係る届出書の知事へ

の送付に関する事務

� 法第１０１条の規定に基づく介護老人保健

施設の使用制限等の命令に係る命令書の

交付に関する事務

� 法第１０２条の規定に基づく介護老人保健

施設の管理者の変更の命令に係る命令書

の交付に関する事務

� 法第１０３条第１項の規定に基づく介護老

人保健施設の業務運営の勧告に係る勧告

書の交付に関する事務

�の２ 法第１０３条第３項の規定に基づく介

護老人保健施設の業務運営の勧告に係る

措置命令等の命令書の交付に関する事務

	 法第１０４条第１項の規定に基づく介護老

人保健施設の開設の許可の取消し等に係

る処分書の交付に関する事務


及び� 削除

� 法第１０５条において準用する医療法第９

保健所を設置

する市
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条第２項の規定に基づく介護老人保健施

設の開設者の死亡又は失そうの届出の受

付及び当該届出に係る届出書の知事への

送付に関する事務

５９の４ 省略 ５９の４ 省略

５９の５ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成１８年法律第９１

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの（２

以上の市町の区域にわたるものに関するも

のを除く。）

�～� 省略

各町 ５９の５ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（平成１８年法律第９１

号。以下この項において「法」という。）

に基づく事務のうち、次に掲げるもの（２

以上の市町の区域にわたるものに関するも

のを除く。）

�～� 省略

各市町（中核

市を除く。）

６０～６２ 省略 ６０～６２ 省略

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、別表４０の項の改正規定は、同年６月１日から施行する。

�愛媛県条例第７号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例

を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例

（公衆浴場設置等の基準等に関する条例の一部改正）

第１条 公衆浴場設置等の基準等に関する条例（昭和２５年愛媛県条例第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第９条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

項の規定に基づき、次に掲げる事務は、保健所を設置する市が処

理することとする。

� 第５条第１項第１８号の規定に基づく届出の受理に関する事務

� 第６条の規定に基づく特別の措置の命令に関する事務

� 第７条の規定に基づく基準の適用のしんしやくに関する事務

（愛媛県立図書館協議会設置条例の一部改正）

第２条 愛媛県立図書館協議会設置条例（昭和２５年愛媛県条例第５６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条 省略

（任命の基準）

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

学識経験のある者のうちから任命する。

（定数）

第３条 委員 の定数は、５名以

内とする。

第４条 省略

第５条 省略

第１条 省略

（定数）

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、５名以

内とする。

第３条 省略

第４条 省略
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（教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第３条 教育職員の給与に関する条例（昭和２７年愛媛県条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（へき地手当等）
� �

第１２条の２ へき地教育振興法施行規則（昭和３４年文部省令第２１

号。以下「省令」という。）の定める基準を参酌して人事委員会

が指定するへき地学校及びこれに準ずる学校（以下「へき地学校

等」という。）に勤務する教育職員には、へき地手当を支給す

る。

２～４ 省略

第１２条の３ 教育職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つ

て住居を移転した場合又は教育職員の勤務する学校が移転し、当

該移転に伴つて教育職員が住居を移転した場合において、当該異

動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又

は特別の地域に所在する学校で省令で定める基準を参酌して人事

委員会が指定する学校（以下「へき地等学校」という。）に該当

するときは、当該教育職員には、へき地手当に準ずる手当を支給

する。

２～６ 省略

（へき地手当等）
� �

第１２条の２ へき地教育振興法施行規則（昭和３４年文部省令第２１

号。以下「省令」という。）の定める基準に従い 人事委員会

が指定するへき地学校及びこれに準ずる学校（以下「へき地学校

等」という。）に勤務する教育職員には、へき地手当を支給す

る。

２～４ 省略

第１２条の３ 教育職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つ

て住居を移転した場合又は教育職員の勤務する学校が移転し、当

該移転に伴つて教育職員が住居を移転した場合において、当該異

動の直後に勤務する学校又はその移転した学校がへき地学校等又

は特別の地域に所在する学校で省令で定める基準に従い 人事

委員会が指定する学校（以下「へき地等学校」という。）に該当

するときは、当該教育職員には、へき地手当に準ずる手当を支給

する。

２～６ 省略

（旅館業法施行条例の一部改正）

第４条 旅館業法施行条例（昭和３２年愛媛県条例第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（清純な施設環境を保持しなければならない施設）

第２条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３条

の３第３項において準用する場合を含む。）の条例で定める施

設は、次に掲げる施設とする。

� 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する

図書館

� 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定する

博物館及び同法第２９条の規定により博物館に相当する施設と

して指定された施設

� 青少年教育施設、スポーツ施設等のうち、主として児童

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条第１項の児童を

いう。以下同じ。）の利用に供され、又は多数の児童の利用

に供されるものであつて知事が定めるもの

２ 知事は、前項第３号に掲げる施設を定めたときは、告示するも

のとする。

（清純な施設環境を保持しなければならない施設）

第２条 清純な施設環境を保持しなければならない施設は、図書

館、博物館、公民館、青少年教育施設、スポーツ施設等で、主と

して、児童（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第４条の児童

をいう。以下同じ。）の利用に供され、又は多数の児童の利用に

供されるものであつて、別に知事が定めるものとする。

２ 知事は、前項に規定する 施設を定めたときは、告示するも

のとする。

（保健所を設置する市が処理する事務）

第７条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、第４

条の表第３の項第１４号の規定に基づく届出の受理に関する事務

は、保健所を設置する市が処理することとする。

（愛媛県公営企業の設置等に関する条例の一部改正）

第５条 愛媛県公営企業の設置等に関する条例（昭和４１年愛媛県条例第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第４条 省略 第４条 省略
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（資本剰余金の取崩し）

第５条 資本剰余金に整理すべき資金（資本的支出に充てるために

交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件

（以下「補助金等」という。）に限る。）をもつて取得した資産

で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補

助金等の金額に相当する金額（物件にあつては、その適正な見積

価額をいう。）を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなし

て減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相

当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄

した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り

崩して当該損失をうめることができる。

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

第５条 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

（愛媛県県立高等技術専門校条例の一部改正）

第６条 愛媛県県立高等技術専門校条例（昭和４４年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第３条 省略

（訓練基準）

第４条 普通課程の職業訓練の基準は、次に掲げるものとする。

� 教科については、その科目が将来多様な技能及びこれに関す

る知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこ

れに関する知識を習得させるために適切と認められるものであ

ること。

� 訓練時間については、１年につきおおむね１，４００時間（訓練

の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては、１年につ

きおおむね７００時間）であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時

間を合計した時間（以下「総訓練時間」という。）が学校教育

法（昭和２２年法律第２６号）による中学校を卒業した者若しくは

同法による中等教育学校の前期課程を修了した者又はこれらの

者と同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練

科にあつては２，８００時間以上、同法による高等学校若しくは中

等教育学校を卒業した者又はこれらの者と同等以上の学力を有

すると認められる者を対象とする訓練科にあつては１，４００時間

以上であること。

� 設備については、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に

行うことができると認められるものであること。

� 前３号に掲げるもののほか、職業能力開発促進法施行規則

（昭和４４年労働省令第２４号。以下「省令」という。）第１０条第

１項に掲げる事項については、規則で定める基準に従うこと。

２ 短期課程の職業訓練の基準は、次に掲げるものとする。

� 教科については、その科目が職業に必要な技能（高度の技能

を除く。）及びこれに関する知識を習得させるために適切と認

められるものであること。

� 訓練時間については、総訓練時間が１２時間（省令別表第３の

表訓練科の欄に掲げる訓練科に係る訓練にあつては、１０時間）

以上であること。

� 設備については、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に

行うことができると認められるものであること。

第３条 省略
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� 前３号に掲げるもののほか、省令第１１条第１項に掲げる事項

については、規則で定める基準に従うこと。

（高等技術専門校以外の施設において行うことができる職業訓

練）

第５条 法第１５条の６第１項ただし書の条例で定める職業訓練は、

次の各号のいずれにも該当するものとする。

� 主として知識を習得するために行われる職業訓練

� 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練

� その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うこ

とができる職業訓練

（他の施設の教育訓練を受けさせることによつて行う職業訓練）

第６条 法第１５条の６第３項の条例で定める職業訓練は、職業を転

換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練とす

る。

（職業訓練指導員）

第７条 高等技術専門校の職業訓練指導員（法第２７条第１項に規定

する職業訓練指導員をいう。）は、法第２８条第１項の免許（当該

職業訓練を担当することができる免許に限る。）を受けた者又は

省令第４８条の３各号のいずれかに該当する者（同項の免許を受け

た者及び法第３０条第１項の職業訓練指導員試験において学科試験

の指導方法の科目に合格した者以外の者にあつては、省令第３９条

第１号の講習を修了した者に限る。）でなければならない。

第８条 省略

（受講料）

第９条 短期課程（職業の転換を必要とする求職者又は新たな職業

に就こうとする求職者に対して、職業に必要な相当程度の技能及

びこれに関する知識を習得させるためのものを除く。）を受講す

る者からは、受講料を徴収する。

２ 省略

第１０条 省略

第１１条 省略

第１２条 省略

第１３条 省略

第４条 省略

（受講料）

第５条 短期課程（法第２３条第１項に該当する

ものを除く。）を受講す

る者からは、受講料を徴収する。

２ 省略

第６条 省略

第７条 省略

第８条 省略

第９条 省略

（興行場の構造設備の基準等に関する条例の一部改正）

第７条 興行場の構造設備の基準等に関する条例（昭和５９年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次

第１章～第３章 省略

第４章 雑則（第２０条―第２２条）

附則

第２２条 省略

目次

第１章～第３章 省略

第４章 雑則（第２０条―第２３条）

附則

（保健所を設置する市が処理する事務）

第２２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１

項の規定に基づき、第２０条の規定に基づく基準の緩和等に関する

事務は、保健所を設置する市が処理することとする。

第２３条 省略

（食品衛生法施行条例の一部改正）

第８条 食品衛生法施行条例（平成１２年愛媛県条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

第４条 省略

（食品衛生検査施設の基準）

第５条 政令第８条第１項の食品衛生検査施設の設備及び職員の配

置についての基準は、別表第５のとおりとする。

第６条 省略

（手数料）

第７条 法の規定に基づく事務のうち、別表第６の左欄に掲げる事

務につき、同表の中欄に掲げる名称の手数料を、同表の右欄に定

める金額によって徴収する。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、別表第

６の１の項に掲げる手数料にあっては検査の申込みの際に、その

他の手数料にあっては許可の申請の際に納付しなければならな

い。

３ 省略

第８条 省略

別表第４（第３条、別表第２関係） 省略

別表第５（第５条関係）

食品衛生検査施設の基準

１ 設備

� 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室及び事務室を設

けること。

� 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガ

スクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、

恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験に

必要な機械及び器具を備えること。

２ 職員の配置

検査又は試験に必要な職員を置くこと。

別表第６（第７条関係） 省略

第４条 省略

第５条 省略

（手数料）

第６条 法の規定に基づく事務のうち、別表第５の左欄に掲げる事

務につき、同表の中欄に掲げる名称の手数料を、同表の右欄に定

める金額によって徴収する。

２ 前項に規定する手数料（以下「手数料」という。）は、別表第

５の１の項に掲げる手数料にあっては検査の申込みの際に、その

他の手数料にあっては許可の申請の際に納付しなければならな

い。

３ 省略

第７条 省略

別表第４（第３条、別表第１関係） 省略

別表第５（第６条関係） 省略

（愛媛県博物館協議会設置条例の一部改正）

第９条 愛媛県博物館協議会設置条例（平成１２年愛媛県条例第３１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

第１条 省略

（任命の基準）

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び

社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに

学識経験のある者のうちから任命する。

（定数）

第３条 委員 の定数は、それぞ

れ１４人以内とする。

第４条 省略

第５条 省略

第１条 省略

（定数）

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、それぞ

れ１４人以内とする。

第３条 省略

第４条 省略

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例の一部改正）

第１０条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行条例（平成１８年愛媛県条例第５４号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（認定こども園の認定の要件）

第３条 法第３条第１項の条例で定める要件は、次に掲げるものと

する。

� 当該施設が幼稚園である場合にあっては、幼稚園教育要領に

従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育

のための時間の終了後、当該幼稚園に在籍している子どものう

ち児童福祉法第３９条第１項に規定する幼児に該当する者に対す

る保育を行うこと。

� 当該施設が保育所等である場合にあっては、児童福祉法第３９

条第１項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以

外の満３歳以上の子ども（当該施設が保育所である場合にあっ

ては、当該保育所が所在する市町における同法第２４条第４項に

規定する保育の実施に対する需要の状況に照らして適当と認め

られる数の子どもに限る。）を保育し、かつ、満３歳以上の子

どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成されるよ

う保育を行うこと。

� 子育て支援事業のうち、当該施設の所在する地域における教

育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施するこ

とが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供

し得る体制の下で行うこと。

� 別表の設備及び運営に関する基準に適合すること。

２ 法第３条第３項の条例で定める要件は、次に掲げるものとす

る。

� 次のいずれかに該当する施設であること。

ア 当該幼保連携施設を構成する保育所等において、満３歳以

上の子どもに対し学校教育法第２３条各号に掲げる目標が達成

されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり

当該幼保連携施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制

が確保されていること。

イ 当該幼保連携施設を構成する保育所等に入所していた子ど

もを引き続き当該幼保連携施設を構成する幼稚園に入園させ

て一貫した教育及び保育を行うこと。

� 子育て支援事業のうち、当該幼保連携施設の所在する地域に

おける教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実

施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適

切に提供し得る体制の下で行うこと。

� 別表の設備及び運営に関する基準に適合すること。

（認定こども園の認定の辞退及び休止）

第５条 省略

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、法第６条

に規定する方法により、同条に規定する者に対し、当該届出に

係る事項についてその周知を図るものとする。

別表（第３条関係）

認定こども園の設備及び運営に関する基準

１・２ 省略

３ 施設設備

� 法第３条第３項の幼保連携施設については、幼稚園及び保

育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が同

一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただ

し、次に掲げる要件の全て を満たすときは、この限りでな

い。

（認定こども園の認定の基準）

第３条 法第３条第１項第４号及び第２項第３号の条例で定める認

定の基準は、別表のとおりとする。

（認定こども園の認定の辞退及び休止）

第５条 省略

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、法第６条第１

項に規定する方法により、同項に規定する者に対し、当該届出に

係る事項についてその周知を図るものとする。

別表（第３条関係）

認定こども園の認定の 基準

１・２ 省略

３ 施設設備

� 法第３条第２項の幼保連携施設については、幼稚園及び保

育所等のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が同

一の敷地内又は隣接する敷地内になければならない。ただ

し、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、この限りでな

い。

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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ア・イ 省略

�～� 省略

４ 教育及び保育の内容

� 認定こども園における教育及び保育の内容は、幼稚園教育

要領及び保育所保育指針（児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条に規定する指針

をい

う。）に基づくものでなければならず、子どもの１日の生活

のリズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こど

も園に固有の事情に配慮したものでなければならない。

� 省略

５・６ 省略

７ 管理運営等

�～� 省略

� 認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所

に、当該施設が認定こども園である旨の表示をしなければな

らない。

ア・イ 省略

�～� 省略

４ 教育及び保育の内容

� 認定こども園における教育及び保育の内容は、幼稚園教育

要領及び保育所保育指針（児童福祉施設最低基準

（昭和２３年厚生省令第６３号）第３５条の規定に基づき

保育所の保育内容に関して厚生労働大臣が定めるものをい

う。）に基づくものでなければならず、子どもの１日の生活

のリズム及び集団生活の経験年数が異なること等の認定こど

も園に固有の事情に配慮したものでなければならない。

� 省略

５・６ 省略

７ 管理運営等

�～� 省略

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第８号
知事の調査等の対象となる法人を定める条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

知事の調査等の対象となる法人を定める条例

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５２条第１項第３号の条例で定める一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、次に

掲げる法人とする。

� 社団法人愛媛県園芸振興基金協会（昭和４７年３月２７日に社団法人愛媛県加工原料みかん価格安定基金協会という名称で設立された法人

をいう。）

� 公益財団法人伊方原子力広報センター

� 財団法人愛媛の森林基金（昭和６１年５月１０日に財団法人愛媛の森林基金という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人えひめ産業振興財団（昭和６１年１１月１日に財団法人愛媛テクノポリス財団という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人えひめ海づくり基金（昭和６１年１２月１２日に財団法人愛媛県栽培漁業基金という名称で設立された法人をいう。）

� 財団法人松山観光コンベンション協会（平成３年１月１０日に財団法人松山コンベンションビューローという名称で設立された法人をい

う。）

	 財団法人愛媛県廃棄物処理センター（平成５年９月１日に財団法人愛媛県廃棄物処理センターという名称で設立された法人をいう。）

� 南レク株式会社

� 松山空港ビル株式会社


 愛媛エフ・エー・ゼット株式会社

� 松山観光港ターミナル株式会社

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第９号
愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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改 正 後 改 正 前

（愛媛県行政手続条例の適用除外）

第７条の２ 愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第４８号）第

３条又は第４条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則

の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、

愛媛県行政手続条例第２章（第８条を除く。）及び第３章（第１４

条を除く。）の規定は、適用しない。

２ 省略

（県たばこ税の税率）

第２０条の３ 県たばこ税の税率は、１，０００本につき８６０円 とする。

附 則

第４条 省略

（個人の県民税の税率の特例）

第４条の２ 平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人の県

民税に限り、均等割の税率は、第１３条第１項第１号の規定にかか

わらず、同号に定める額に５００円を加算した額とする。

第４条の３ 省略

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の

特例）

第７条の４の３ 省略

２ 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例

法第１３条第３項若しくは第４項又は第１３条の２第１項から第５項

までの規定の適用を受けた場合における前２条の規定の適用につ

いては、附則第７条の４第１項中「法附則第５条の４第１項」と

あるのは「法附則第４５条第２項の規定により読み替えて適用され

る法附則第５条の４第１項」と、前条第１項中「法附則第５条の

４の２第１項」とあるのは「法附則第４５条第２項の規定により読

み替えて適用される法附則第５条の４の２第１項」とする。

第９条 削除

第１６条の５ 省略

（東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延

長の特例）

第１６条の６ その有していた家屋でその居住の用に供していたもの

が東日本大震災により滅失（震災特例法第１１条の６第１項に規定

する滅失をいう。以下この項において同じ。）をしたことによつ

てその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の

納税義務者が、当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されてい

た土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡（震災特例法第１１条

の４第６項に規定する譲渡をいう。）をした場合には、附則第７

条の４第１項中「法附則第５条の４第１項」とあるのは「法附則

第４４条の２第１項の規定により読み替えて適用される法附則第５

条の４第１項」と、附則第１２条第１項中「第３項まで」とあるの

は「第３項まで（法附則第４４条の２第１項の規定により適用され

る場合を含む。）」と、附則第１３条第３項中「第３７条の９の５ま

で」とあるのは「第３７条の９の５まで（震災特例法第１１条の６第

１項の規定により適用される場合を含む。）」と、附則第１４条中

「租税特別措置法第３１条の３第１項」とあるのは「震災特例法第

１１条の６第１項の規定により適用される租税特別措置法第３１条の

３第１項」と、附則第１５条第１項中「第４項」とあるのは「第４

（愛媛県行政手続条例の適用除外）

第７条の２ 愛媛県行政手続条例（平成７年愛媛県条例第４８号）第

３条又は第４条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則

の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、

愛媛県行政手続条例第２章 及び第３章

の規定は、適用しない。

２ 省略

（県たばこ税の税率）

第２０条の３ 県たばこ税の税率は、１，０００本につき１，５０４円とする。

附 則

第４条 省略

第４条の２ 省略

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間 の

特例）

第７条の４の３ 省略

（県民税の分離課税に係る所得割の額の特例）

第９条 県民税の分離課税に係る所得割の額は、当分の間、第１３条

第３項の規定を適用して計算した金額からその１０分の１に相当す

る金額を控除して得た金額とする。

第１６条の５ 省略

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１

２１



��������������

項（法附則第４４条の２第１項の規定により適用される場合を含

む。）」として、附則第７条の４又は附則第１２条から附則第１５条

までの規定を適用する。

２ 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の法

第４５条の２第１項又は第３項の規定による申告書（その提出期限

後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された法第４５条の３第１項の確定申告

書を含む。）に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載が

あるとき（これらの申告書にその記載がないことについてやむを

得ない理由があると市町長が認めるときを含む。）に限り、適用

する。

（県たばこ税の税率の特例）

第２２条 たばこ事業法附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ

定価法（昭和４０年法律第１２２号）第１条第１項に規定する紙巻た

ばこ３級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙

巻たばこに係る県たばこ税の税率は、第２０条の３の規定にかかわ

らず、当分の間、１，０００本につき４１１円とする。

（県たばこ税の税率の特例）

第２２条 たばこ事業法附則第２条の規定による廃止前の製造たばこ

定価法（昭和４０年法律第１２２号）第１条第１項に規定する紙巻た

ばこ３級品の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙

巻たばこに係る県たばこ税の税率は、第２０条の３の規定にかかわ

らず、当分の間、１，０００本につき７１６円とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

� 第７条の２第１項及び附則第９条の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定 平成２５年１月１日

� 第２０条の３及び附則第２２条の改正規定並びに附則第４項の規定 平成２５年４月１日

（愛媛県行政手続条例の適用除外に関する経過措置）

２ 改正後の愛媛県県税賦課徴収条例第７条の２第１項の規定は、平成２５年１月１日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日

前にした改正前の愛媛県県税賦課徴収条例第７条の２第１項に規定する行為については、なお従前の例による。

（県民税に関する経過措置）

３ 平成２４年１２月３１日以前に支払うべき退職手当等（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５０条の２に規定する退職手当等をいう。）に係る

改正前の愛媛県県税賦課徴収条例附則第９条に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

（県たばこ税に関する経過措置）

４ 平成２５年４月１日前に課した、又は課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

（愛媛県森林環境税条例の一部改正）

５ 愛媛県森林環境税条例（平成１６年愛媛県条例第４６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（個人の県民税の均等割の税率の特例）

第３条 平成１７年度から平成２５年度までの各年度分の個人の県民税

の均等割の税率は、県税条例第１３条第１項第１号の規定にかかわ

らず、同号に定める額に７００円を加算した額とする。

２ 平成２６年度分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第１３

条第１項第１号及び附則第４条の２の規定にかかわらず、同条に

定める額に７００円を加算した額とする。

（個人の県民税の均等割の税率の特例）

第３条 平成１７年度から平成２６年度までの各年度分の個人の県民税

の均等割の税率は、県税条例第１３条第１項第１号の規定にかかわ

らず、同号に定める額に７００円を加算した額とする。

�愛媛県条例第１０号
愛媛県情報公開条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県情報公開条例の一部を改正する条例

愛媛県情報公開条例（平成１０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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改 正 後 改 正 前

（定義）

第２条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる県の機

関、県 が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人

をいう。以下同じ。）並びに愛媛県住宅供給公社及び愛媛県土地

開発公社（以下「公社」という。）をいう。

�～� 省略

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（県が設立

した地方独立行政法人及び公社の役員を含む。以下同じ。）が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施

機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有し

ているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

�・� 省略

（公文書の公開義務等）

第７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されて

いる公文書については、公開しないものとする。

� 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独

立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人及び公社の役員及び職員をいう。）である場合にお

いて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務

遂行の内容に係る部分（当該公務員等の氏名に係る情報にあ

っては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不

当に害するおそれがある場合又は当該公務員等が、そのおそ

れがあるものとして公安委員会規則で定める職にある警察職

員である場合の当該情報を除く。）

� 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体、地

方独立行政法人及び公社を除く。以下「法人等」という。）に

関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ

て、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産

を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

を除く。

ア・イ 省略

�・� 省略

（定義）

第２条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる県の機

関及び県が設立した地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平

成１５年法律第１１８号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人

をいう。以下同じ。）

をいう。

�～� 省略

２ この条例において「公文書」とは、実施機関の職員（県が設立

した地方独立行政法人 の役員を含む。以下同じ。）が職

務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施

機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有し

ているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

�・� 省略

（公文書の公開義務等）

第７条 省略

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されて

いる公文書については、公開しないものとする。

� 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報

を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他

の情報と照合することにより、特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別すること

はできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア・イ 省略

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０

号）第２条第１項に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規定する特定独

立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独

立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年

法律第１４０号）第２条第１項に規定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立

行政法人 の役員及び職員をいう。）である場合にお

いて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務

遂行の内容に係る部分（当該公務員等の氏名に係る情報にあ

っては、公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不

当に害するおそれがある場合又は当該公務員等が、そのおそ

れがあるものとして公安委員会規則で定める職にある警察職

員である場合の当該情報を除く。）

� 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び

地方独立行政法人 を除く。以下「法人等」という。）に

関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であっ

て、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産

を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

を除く。

ア・イ 省略

�・� 省略
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� 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体、

地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議、検

討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のも

のに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるも

の

� 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体、

地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報で

あって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事

務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの

ア 省略

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政

法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は公社の財

産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ・エ 省略

オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行

政法人等、地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し、そ

の企業経営上の正当な利益を害するおそれ

（第三者の意見の聴取等）

第１５条 公開請求に係る公文書に県、国、独立行政法人等、他の地

方公共団体、地方独立行政法人、公社 及

び公開請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情

報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当

たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の

表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くこ

とができる。

２・３ 省略

（県が設立した地方独立行政法人及び公社に対する異議申立て）

第１８条 次に掲げる実施機関 がした公開決定等又は当該

実施機関 に対する公開請求に係る不作為について不服が

ある者は、当該実施機関 に対し、行政不服審査法（昭和

３７年法律第１６０号）による異議申立てをすることができる。

� 県が設立した地方独立行政法人

� 公社

� 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及

び地方独立行政法人 の内部又は相互間における審議、検

討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直

な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のも

のに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるも

の

� 県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又

は地方独立行政法人 が行う事務又は事業に関する情報で

あって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事

務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの

ア 省略

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県、国、独立行政

法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人 の財

産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ・エ 省略

オ 県、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行

政法人等又は地方独立行政法人 に係る事業に関し、そ

の企業経営上の正当な利益を害するおそれ

（第三者の意見の聴取等）

第１５条 公開請求に係る公文書に 国、独立行政法人等、他の地

方公共団体、地方独立行政法人（県が設立したものを除く。）及

び公開請求者以外のもの（以下「第三者」という。）に関する情

報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当

たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の

表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くこ

とができる。

２・３ 省略

（県が設立した地方独立行政法人 に対する異議申立て）

第１８条 県が設立した地方独立行政法人がした公開決定等又は当該

地方独立行政法人に対する公開請求に係る不作為について不服が

ある者は、当該地方独立行政法人に対し、行政不服審査法（昭和

３７年法律第１６０号）による異議申立てをすることができる。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の愛媛県情報公開条例の規定は、愛媛県住宅供給公社及び愛媛県土地開発公社（以下「公社」という。）が保有する公文書につ

いては、平成１４年４月１日以後に公社の役員及び職員が作成し、又は取得したものについて適用する。

３ この条例の施行の際現にされている公社の情報公開制度に基づく文書の公開の申請は、改正後の愛媛県情報公開条例第５条の規定によ

る公文書の公開の請求とみなす。

�愛媛県条例第１１号
特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例

特定非営利活動促進法施行条例（平成１０年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号。以下「法」という。）第１０条第１項及び第３項、第２５条第４

項 か ら 第６項 ま で 、第２９条、第３０

条、第３４条第５項、第４４条第２項、第５１条第５項、第５５条、第５６

条、第５８条 第２項、第６２条、第６３条 第５項、第７５条 並 び に 第７６

条、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する法律（平成１６年法律第１４９号）第３条第１項、第４

条第１項及び第５条第１項並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、法の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。

第３条 省略

（縦覧期間中の補正）

第４条 法第１０条第３項に規定する条例で定める軽微な不備は、客

観的に明白な誤記、誤字又は脱字に係る不備であって、申請内容

の同一性に影響を与えないと認められるものとする。

２ 法第１０条第３項の規定による補正は、規則で定めるところによ

り、補正書に補正後の申請書又は当該申請書の添付書類を添えて

知事に提出して行わなければならない。

３ 前項の添付書類のうち、法第１０条第１項第１号、第２号イ、第

５号、第７号及び第８号に掲げる書類には、規則で定める部数の

副本を添えなければならない。

（設立登記の届出等）

第５条 法第１３条第２項（法第３９条第２項において準用する場合を

含む。）の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出

書を知事に提出して行わなければならない。

（役員の変更等の届出）

第６条 法第２３条第１項（法第５２条第１項（法第６２条において準用

する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書

を知事に提出して行わなければならない。

２ 法第２３条第２項（法第５２条第１項（法第６２条において準用する

（趣旨）

第１条 この条例は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号。以下「法」という。）第１０条第１項（法第３４条第５項におい

て準用する場合を含む。）、第１４条の７第３項、第２９条、第４４

条第３項及び第４５条

並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、法の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。

第３条 省略

（設立登記の届出等）

第４条 法第１３条第２項（法第３９条第２項において準用する場合を

含む。）の届出書の様式は、規則で定める

。

（社員の表決に係る電磁的方法）

第５条 法第１４条の７第３項に規定する条例で定める方法は、次に

掲げる方法とする。

� 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるも

の

ア 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子

計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受

ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係

る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方

法

� 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確

実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに

情報を記録したものを交付する方法

２ 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力す

ることにより書面を作成することができるものでなければならな

い。

（役員の変更等の届出）

第６条 法第２３条第１項

の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書

を知事に提出して行わなければならない。

２ 法第２３条第２項
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場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定の適用を受ける場合における第２条第４項の規定の適用に

ついては、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とす

る。

（定款の変更の認証の申請）

第７条 省略

２ 法第１４条の９第１項の規定により社員総会の決議があったもの

とみなされたときは、法第２５条第４項の規定により添付する社員

総会の議事録の謄本に代えて、次に掲げる事項を記載した書面を

添付しなければならない。

� 定款の変更の内容

� 定款の変更の提案をした者の氏名又は名称

� 社員総会の決議があったものとみなされた日

� 社員総会の議事録の謄本に代えて添付する書面の作成に係る

職務を行った者の氏名

３ 法第２５条第４項の申請書に添付する書類のうち、同項

の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属

する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに

法第２６条第２項の規定により添付する法第１０条第１項第２号イの

書類には、規則で定める部数の副本を添えなければならない。

４ 第４条の規定は、第１項の申請書及び当該申請書に添付する書

類について準用する。この場合において、同条第１項及び第２項

中「法第１０条第３項」とあるのは「法第２５条第５項において準用

する法第１０条第３項」と、同条第３項中「法第１０条第１項第１

号、第２号イ、第５号、第７号及び第８号に掲げる書類」とある

のは「法第２５条第４項の規定により添付する変更後の定款、当該

定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及

び活動予算書並びに法第２６条第２項の規定により添付する法第１０

条第１項第２号イの書類」と読み替えるものとする。

（ 定款の変更の届出）

第８条 法第２５条第６項（法第５２条第１項（法第６２条において準用

する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定による届出は、規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した届出書を知事に提出して行わなければならな

い。

�・� 省略

（事業報告書等の提出）

第９条 法第２９条第１項（法第５２条第１項（法第６２条において準用

する場合を含む。）の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの３月以内に

知事に提出して行わなければならない。

第１０条 法第３０条 の閲覧及び謄写の用に供するため、特定非

営利活動法人は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表

の中欄に掲げる規則で定める部数の書類を、同表の右欄に掲げる

時期に知事に提出しなければならない。

の規定の適用を受ける場合における第２条第４項の規定の適用に

ついては、同項中「申請の日」とあるのは、「届出の日」とす

る。

（定款の変更の認証の申請）

第７条 省略

２ 前項 の申請書に添付する書類のうち、法第２５条第４

項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属

する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに

法第２６条第２項の規定により添付する法第１０条第１項第２号イの

書類には、規則で定める部数の副本を添えなければならない。

（軽微な事項に係る定款の変更の届出）

第８条 法第２５条第６項

の規定による届出は、規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した届出書を知事に提出して行わなければならな

い。

�・� 省略

（事業報告書等の提出）

第９条 法第２９条第１項

の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの３月以内に

知事に提出して行わなければならない。

第１０条 法第２９条第２項の閲覧 の用に供するため、特定非

営利活動法人は、次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、同表

の中欄に掲げる規則で定める部数の書類を、同表の右欄に掲げる

時期に知事に提出しなければならない。

区 分 提出すべき書類 提出すべき時期 区 分 提出すべき書類 提出すべき時期

１ 設立又は合

併の認証を受

けた場合

当該設立又は合併の認

証に係る法第１０条第１項

第１号及び第２号イに掲

げる書類、法第１３条第２

項（法第３９条第２項にお

いて準用する場合を含

法第１３条第２

項の規定による

届出の時

１ 設立又は合

併の認証を受

けた場合

当該設立又は合併の認

証に係る法第１０条第１項

第１号の書類

、法第１３条第２

項（法第３９条第２項にお

いて準用する場合を含

法第１３条第２

項の規定による

届出書の提出時
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む。この項の右欄におい

て同じ。）の登記事項証

明書 の写し及び法第１４

条の財産目録又は法第３５

条第１項の財産目録

む。この項の右欄におい

て同じ。）の登記に関す

る書類の写し及び法第１４

条の財産目録又は法第３５

条第１項の財産目録

２ 役員の氏名

又は住所若し

くは居所に変

更があった場

合

当該変更後の役員名簿 法第２３条第１

項の規定による

届出の時

３ 定款の変更

の認証を受け

た場合

当該変更の認証に係る

変更後の定款及び当該変

更に係る登記をした場合

にあっては、法第２５条第

７項の登記事項証明書の

写し

当該定款の変

更の認証を受け

た後遅滞なく

２ 定款の変更

の認証を受け

た場合

当該変更の認証に係る

変更後の定款

当該定款の変

更の認証を受け

た後遅滞なく

４ 定款の変更

を し た 場 合

（前項の場合

を除く。）

当該変更後の定款及び

当該変更に係る登記をし

た場合にあっては、法第

２５条第７項の登記事項証

明書の写し

法第２５条第６

項の規定による

届出の時

５ 毎事業年度

１回、事業報

告書等を作成

した場合

法第２８条第３項第１号

の事業報告書等の写し

法第２９条第１

項の規定による

事業報告書等の

提出時

３ 毎事業年度

１回、事業報

告書等を作成

した場合

法第２９条第１項に規定

する書類 の写し

法第２９条第１

項の規定による

事業報告書等の

提出時

（事業報告書等の閲覧等の場所）

第１１条 法第３０条 の規定による閲覧及び謄写は、規則で定め

る場所において行うものとする。

（合併の認証の申請）

第１６条 省略

２ 第２条第２項から第５項まで及び第７条第２項の規定は法第３４

条第４項の申請書に添付する書類について、第４条の規定は当該

申請書及び当該申請書に添付する書類について準用する。この場

合において、同条第１項及び第２項中「法第１０条第３項」とある

のは「法第３４条第５項において準用する法第１０条第３項」と、第

７条第２項中「法第２５条第４項」とあるのは「法第３４条第４項」

と、同項第１号及び第２号中「定款の変更」とあるのは「合併」

と読み替えるものとする。

（合併の場合の貸借対照表等の備置き等）

第１７条 法第３５条第１項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合

併後存続する特定非営利活動法人及び当該合併によって消滅する

各特定非営利活動法人（合併によって新たな特定非営利活動法人

を設立する場合にあっては、当該合併によって消滅する各特定非

営利活動法人）について作成し、同条第２項の規定により債権者

が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれ

の 事務所に備え置かなければならない。

（検査の際の職員の身分を示す証明書）

第１８条 法第４１条第３項（法第６４条第７項において準用する場合を

含む。）の職員の身分を示す証明書の様式は、規則で定める。

（認定の申請等）

第１９条 法第４４条第２項（法第５８条第２項において準用する場合を

含む。）の申請書には、規則で定めるところにより、次に掲げる

（事業報告書等の閲覧場所 ）

第１１条 法第２９条第２項の規定による閲覧 は、規則で定め

る場所において行うものとする。

（合併の認証の申請）

第１６条 省略

２ 第２条第２項から第５項までの規定は、前項の

申請書に添付する書類について準用する。

（合併の場合の財産目録等 の備置き等）

第１７条 法第３５条第１項に規定する財産目録及び貸借対照表は、合

併する各特定非営利活動法人

について作成し、同条第２項の規定により債権者

が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれ

の主たる事務所に備え置かなければならない。

（検査の際の職員の身分を示す証明書）

第１８条 法第４１条第３項

の職員の身分を示す証明書の様式は、規則で定める。

（内閣総理大臣から送付を受けた書類の写しの閲覧）

第１９条 知事は、法第４４条第１項の規定により送付を受けた書類の

写しを規則で定める場所において閲覧させるものとする。
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事項を記載しなければならない。

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主た

る事務所及びその他の事務所の所在地並びに電話番号

� 申請に係る特定非営利活動法人が適合する法第４５条第１項第

１号に掲げる基準及び当該特定非営利活動法人が現に行ってい

る事業の概要

� その他知事が必要と認める事項

（認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請）

第２０条 法第５１条第２項の有効期間の更新を受けようとする認定特

定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申請書に同条第５項において準用する法第４４条第２

項第２号及び第３号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければ

ならない。

� 申請に係る認定特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、

主たる事務所及びその他の事務所の所在地並びに電話番号

� 認定の有効期間、申請に係る認定特定非営利活動法人が適合

する法第４５条第１項第１号に掲げる基準及び当該認定特定非営

利活動法人が現に行っている事業の概要

� その他知事が必要と認める事項

（認定特定非営利活動法人等の代表者の氏名の変更の届出）

第２１条 法第５３条第１項（法第６２条において準用する場合を含

む。）の規定による届出は、規則で定めるところにより、届出書

を知事に提出して行わなければならない。

（役員報酬規程等の提出）

第２２条 法第５５条第１項（法第６２条において準用する場合を含

む。）の規定による書類の提出は、毎事業年度初めの３月以内に

知事に提出して行わなければならない。

２ その主たる事務所が県内に所在する認定特定非営利活動法人又

は仮認定特定非営利活動法人は、法第５５条（法第６２条において準

用する場合を含む。）の規定により提出する書類に規則で定める

部数の副本を添えなければならない。

（役員報酬規程等の閲覧等の場所）

第２３条 法第５６条（法第６２条において準用する場合を含む。）の規

定による閲覧及び謄写は、規則で定める場所において行うものと

する。

（合併の認定の申請）

第２４条 法第６３条第５項において準用する法第４４条第２項及び法第

６３条第５項において準用する法第５８条第２項において準用する法

第４４条第２項の申請書には、規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載しなければならない。

� 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏

名、主たる事務所の所在地及び電話番号

� 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立す

る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の

所在地及び電話番号

� 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅す

る各特定非営利活動法人が適合する法第４５条第１項第１号に掲

げる基準並びにこれらの特定非営利活動法人が現に行っている

事業の概要

� その他知事が必要と認める事項

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律の適用）

第２５条 法第７５条 に規定する作成、備置き及び閲覧について

（民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する法律の適用）

第２０条 法第４４条の３に規定する作成、備置き及び閲覧について
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は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する法律 第３条第１項、第４

条第１項及び第５条第１項の規定により、書面に代えて電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を使用して行

うことができる。

２ 省略

（市町が処理する事務）

第２６条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に

掲げる事務（２以上の市町の区域内に事務所を設置する特定非営

利活動法人に係るものを除く。）は、今治市、宇和島市、八幡浜

市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、

東温市、上島町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方

町、松野町、鬼北町及び愛南町が処理することとする。

�～� 省略

� 法第１３条第３項（法第３９条第２項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく認証の取消しに関する事務

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 法第２５条第７項の規定に基づく登記事項証明書の受理に関す

る事務

� 省略

� 法第３０条 の規定に基づく事業報告書等の閲覧及び謄写

に関する事務

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

第２７条 省略

は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の

利用に関する法律（平成１６年法律第１４９号）第３条第１項、第４

条第１項及び第５条第１項の規定により、書面に代えて電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する

ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による

情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を使用して行

うことができる。

２ 省略

（市町が処理する事務）

第２１条 地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、次に

掲げる事務（２以上の市町の区域内に事務所を設置する特定非営

利活動法人に係るものを除く。）は、今治市、宇和島市、八幡浜

市、新居浜市、西条市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、

東温市、上島町、久万高原町 、砥部町、内子町、伊方

町、松野町、鬼北町及び愛南町が処理することとする。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

	 省略


 法第２９条第２項の規定に基づく事業報告書等の閲覧

に関する事務

� 省略

� 省略

 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

第２２条 省略

附 則

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この条例の施行の際知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に知事に対してなされた申請、

届出その他の行為で、同日以後において当該町の長又はその委任を受けた者（以下「町長等」という。）が管理し及び執行することとな

る事務に係るものは、同日以後においては、当該町長等のした処分その他の行為又は当該町長等に対してなされた申請、届出その他の行

為とみなす。
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�愛媛県条例第１２号
愛媛県公害防止条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公害防止条例の一部を改正する条例

愛媛県公害防止条例（昭和４４年愛媛県条例第２３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（改善命令等）

第２４条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が

排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出する

おそれがある

と認めるときは、その者に対し、

期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若し

くは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命

じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることがで

きる。

２ 省略

（ばい煙量等の測定）

第２７条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙

発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記

録し、これを保存しなければならない。

（排出水の汚染状態の測定等）

第４４条 排出水排出者は、規則で定めるところにより、当該排出水

の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければ

ならない。

２～４ 省略

（改善命令等）

第５３条 知事は、指定工場設置者が許容基準に適合しないばい煙を

継続して排出するおそれがある

と認めると

き、又は第４８条第２項（第５０条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により付された条件に違反しているときは、その者

に対し、期限を定めて、ばい煙を発生する施設の構造若しくは使

用の方法若しくはばい煙を発生する施設に係るばい煙の処理の方

法の改善を命じ、又はばい煙の排出の一時停止を命ずることがで

きる。

（ばい煙量の測定等）

第５９条 指定工場設置者は、規則で定めるところにより、当該指定

工場に係るばい煙の量を測定し、その結果を記録し、これを保存

しなければならない。

第６章 罰則

第９２条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に

処する。

�・� 省略

� 第２７条、第４４条第１項又は第５９条の規定に違反して、記録を

せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者

� 省略

別表第１（第１５条関係）

（改善命令等）

第２４条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が

排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出する

おそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康又

は生活環境に係る被害を生ずると認めるときは、その者に対し、

期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若し

くは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命

じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることがで

きる。

２ 省略

（ばい煙量等の測定）

第２７条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙

発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記

録しておかなければ ならない。

（排出水の汚染状態の測定等）

第４４条 排出水排出者は、規則で定めるところにより、当該排出水

の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければ

ならない。

２～４ 省略

（改善命令等）

第５３条 知事は、指定工場設置者が許容基準に適合しないばい煙を

継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出

により人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずると認めると

き、又は第４８条第２項（第５０条第２項において準用する場合を含

む。）の規定により付された条件に違反しているときは、その者

に対し、期限を定めて、ばい煙を発生する施設の構造若しくは使

用の方法若しくはばい煙を発生する施設に係るばい煙の処理の方

法の改善を命じ、又はばい煙の排出の一時停止を命ずることがで

きる。

（ばい煙量の測定等）

第５９条 指定工場設置者は、規則で定めるところにより、当該指定

工場に係るばい煙の量を測定し、その結果を記録しておかなけれ

ば ならない。

第６章 罰則

第９２条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の罰金に

処する。

�・� 省略

� 省略

別表第１（第１５条関係）

省略 省略

備考 備考

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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１ この表の許容限度欄に掲げる量は、１の項に掲げるも

のにあつては日本工業規格（以下「規格」という。）Ｋ

０１０６に定める方法

により測定される量として、２の項に掲げるものにあ

つては規格Ｋ０１０７に定める方法

により測定される量として、３の項に掲げるもの

にあつては規格Ｋ０１０５に定める方法 に
ふつ

より弗素として測定される量として、それぞれ表示され

たものとし、当該量には、すすの掃除を行う 場合等に

おいてやむを得ず排出される同表大気汚染防止法第２条

第１項第３号に規定する物質の欄に掲げる物質（以下

「物質」という。１時間につき合計６分間を超えない時

間内に排出されるものに限る。）は、含まれないものと

する。

２ 省略

１ この表の許容限度欄に掲げる量は、１の項に掲げるも

のにあつては日本工業規格（以下「規格」という。）Ｋ

０１０６に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析

法により測定される量として、２の項に掲げるものにあ

つては規格Ｋ０１０７に定める方法のうちチオシアン酸第二

水銀法により測定される量として、３の項に掲げるもの

にあつては規格Ｋ０１０５に定める方法のうち吸光光度法に
ふつ

より弗素として測定される量として、それぞれ表示され

たものとし、当該量には、すすの掃除を行なう場合等に

おいてやむを得ず排出される同表大気汚染防止法第２条

第１項第３号に規定する物質の欄に掲げる物質（以下

「物質」という。１時間につき合計６分間をこえない時

間内に排出されるものに限る。）は、含まれないものと

する。

２ 省略

別表第４（第４６条関係）

いおう酸化物に係る許容基準

別表第４

いおう酸化物に係る許容基準

省略 省略

備考

１ 省略

２ 重油の燃焼による場合であつて排煙脱硫装置を設置して

いないときは、いおう酸化物の量は、次の式により算定す

るものとする。

Ｑ’＝０．７×Ｓ×Ｗ

この式において、Ｑ’、Ｓ及びＷは、それぞれ次の値を

表すものとする。

Ｑ’ いおう酸化物の量（単位 温度摂氏零度、圧力１気

圧の状態に換算した立方メートル毎時）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ｓ 重油中の硫黄分 の含有率とし、その測定方法は、規

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

格Ｋ２５４１－１からＫ２５４１－７までに定める方法

による

ものとする。

Ｗ 当該指定工場に係る規則で定める燃料の量（単位 キ

ログラム）

備考

１ 省略

２ 重油の燃焼による場合であつて排煙脱硫装置を設置して

いないときは、いおう酸化物の量は、次の式により算定す

るものとする。

Ｑ’＝０．７×Ｓ×Ｗ

この式において、Ｑ’、Ｓ及びＷは、それぞれ次の値を

表すものとする。

Ｑ’ いおう酸化物の量（単位 温度摂氏零度、圧力１気

圧の状態に換算した立方メートル毎時）

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Ｓ 重油中のいおう分の含有率とし、その測定方法は、ア

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

イソトープ法、規格Ｋ２２７３に定める酸素法、規格Ｋ２５４１

に定める空気法又は規格Ｋ２２６３に定めるボンブ法による

ものとする。

Ｗ 当該指定工場に係る規則で定める燃料の量（単位 キ

ログラム）

附 則

この条例は、平成２４年７月１日から施行する。

�愛媛県条例第１３号
愛媛県県立自然公園条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県立自然公園条例の一部を改正する条例

愛媛県県立自然公園条例（昭和３３年愛媛県条例第５０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（公園事業の執行）

第１０条 省略

２ 国並びに他の地方公共団体及びその他の公共団体（以下この条

及び第１２条において「国等」という。）は、規則で定めるところ

により、知事に協議して 、公園事業の一部を執行

（公園事業の執行）

第１０条 省略

２ 国並びに他の地方公共団体及びその他の公共団体（以下この条

及び第１２条において「国等」という。）は、規則で定めるところ

により、知事に協議し、その同意を得て、公園事業の一部を執行

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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することができる。

３ 省略

４ 第２項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとす

る者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した

協議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

�～� 省略

５ 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その

他の規則で定める書類を添付しなければならない。

６ 第２項の協議をした者又は第３項の認可を受けた者（以下「公

園事業者」という。）は、第４項各号に掲げる事項を変更しよう

とするときは、国等にあつては知事に協議しなければ

ならず、県及び国等以外の者にあつては知事の認可を受けな

ければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、

この限りでない。

７ 前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする

者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協

議書又は申請書を知事に提出しなければならない。

８ 第５項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。

９・１０ 省略

（承継）

第１２条 公園事業者である法人が合併（公園事業者である法人と公

園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存

続するものを除く。）又は分割（その公園事業の全部を承継させ

るものに限る。）をした場合において、合併後存続する法人若し

くは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全

部を承継する法人（以下この項において「合併法人等」とい

う。）が国等である場合にあつては知事に協議した

とき、合併法人等が県及び国等以外の法人である場合にあつて

は知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業

者の地位を承継する。

２～４ 省略

（認可の失効及び取消し等）

第１４条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の

許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、

その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたとき

は、当該事業に係る第１０条第３項 の認可

は、その効力を失う。

２ 前項の規定により第１０条第３項 の認可が

失効したときは、当該 認可が失効した者は、その日から

３０日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

３ 省略

することができる。

３ 省略

４ 第２項の同意を得ようとする者又は前項の認可を受けようとす

る者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した

申請書を知事に提出しなければならない。

�～� 省略

５ 前項の 申請書には、公園施設の位置を示す図面その

他の規則で定める書類を添付しなければならない。

６ 第２項の同意を得た者又は第３項の認可を受けた者（以下「公

園事業者」という。）は、第４項各号に掲げる事項を変更しよう

とするときは、国等にあつては知事に協議し、その同意を得なけ

ればならず、県及び国等以外の者にあつては知事の認可を受けな

ければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、

この限りでない。

７ 前項の同意を得ようとする者又は同項の認可を受けようとする

者は、規則で定めるところにより、変更に係る事項を記載した

申請書を知事に提出しなければならない。

８ 第５項の規定は、前項の 申請書について準用する。

９・１０ 省略

（承継）

第１２条 公園事業者である法人が合併（公園事業者である法人と公

園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存

続するものを除く。）又は分割（その公園事業の全部を承継させ

るものに限る。）をした場合において、合併後存続する法人若し

くは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全

部を承継する法人（以下この項において「合併法人等」とい

う。）が国等である場合にあつては知事に協議し、その同意を得

たとき、合併法人等が県及び国等以外の法人である場合にあつて

は知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業

者の地位を承継する。

２～４ 省略

（認可の失効及び取消し等）

第１４条 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の

許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、

その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたとき

は、当該事業に係る第１０条第２項の同意又は同条第３項の認可

は、その効力を失う。

２ 前項の規定により第１０条第２項の同意又は同条第３項の認可が

失効したときは、当該同意又は認可が失効した者は、その日から

３０日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

３ 省略

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例の施行の際現に提出されている改正前の愛媛県県立自然公園条例第１０条第２項の同意を得ようとする者の申請書及びその添付

書類は、改正後の愛媛県県立自然公園条例第１０条第４項の規定による協議書及び同条第５項の規定による添付書類とみなす。

�愛媛県条例第１４号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例

（愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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第１条 愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）

名 称 目 的 位 置 名 称 目 的 位 置

省略 省略

愛媛県産業

技術研究所

工業技術 に係る試験研究

の総合的企画調整及び情報の提供を行

うとともに、食品産業、繊維産業、紙

産業、窯業その他のものづくりの基盤

となる技術 に関する試験

研究、助言等並びに紙に関する展示及

び研究開発又は研修に必要な施設の提

供等を行う。

松山市
愛媛県産業

技術研究所

工業技術及び建設技術に係る試験研究

の総合的企画調整及び情報の提供を行

うとともに、食品産業、繊維産業、紙

産業、窯業その他のものづくりの基盤

となる技術及び建設技術に関する試験

研究、助言等並びに紙に関する展示及

び研究開発又は研修に必要な施設の提

供等を行う。

松山市

省略 省略

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係）

名 称 目 的 位置 所轄区域 名 称 目 的 位置 所轄区域

愛媛県中央

児童相談所

児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第１２条第２項及び第３

項に規定する業務を行う。

省略 愛媛県中央

児童相談所

児童福祉法（昭和２２年法律第

１６４号）第１５条 の２

に規定する業務を行う。

省略

省略 省略

愛媛県中予

保健所

省略 愛媛県松山

保健所

省略

省略 省略

（愛媛県保健所設置条例の一部改正）

第２条 愛媛県保健所設置条例（昭和５１年愛媛県条例第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条第１項の規定に基づ

き、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項に規定する

保健所を次の表のとおり設置する。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条第１項の規定に基づ

き、地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条第１項に規定する

保健所を次の表のとおり設置する。

名 称 位 置 所 管 区 域 名 称 位 置 所 管 区 域

省略 省略

愛媛県中予保健所 省略 愛媛県松山保健所 省略

省略 省略

（愛媛県児童相談所設置条例の一部改正）

第３条 愛媛県児童相談所設置条例（平成１２年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条第１項及び児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項の規定に基づき、児童相

談所を別表のとおり設置する。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５６条第１項及び児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第１５条 の規定に基づき、児童相

談所を別表のとおり設置する。
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附 則

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

２ 愛媛県感染症診査協議会条例（平成１１年愛媛県条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、保健福祉部において総括し、及び処理す

る。ただし、感染症分科会に係るものについては規則で定める保

健所において、結核分科会に係るものについては愛媛県中予保健

所において処理する。

（庶務）

第８条 協議会の庶務は、保健福祉部において総括し、及び処理す

る。ただし、感染症分科会に係るものについては規則で定める保

健所において、結核分科会に係るものについては愛媛県松山保健

所において処理する。

�愛媛県条例第１５号
愛媛県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第４８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１６号
愛媛県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県看護職員修学資金貸与条例の一部を改正する条例

愛媛県看護職員修学資金貸与条例（昭和３７年愛媛県条例第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（返還の債務の当然免除）

第６条 貸費生であつた者は、次の各号のいずれかに該当するに至

つたときは、修学資金の返還の債務の免除を受けることができ

る。

� 第２条第１号に掲げる者に貸与する修学資金（以下「看護職

員養成施設修学資金」という。）の貸費生であつた者が、看護

職員養成施設卒業後（引き続き他の種類の看護職員養成施設に

入学した者にあつては、当該看護職員養成施設卒業後）１年以

内に看護職員の免許を取得し、直ちに県内のアからクまでに掲

げる施設等（クに掲げる施設にあつては、県内のアからオまで

又はキに掲げる施設で看護職員として業務に従事した期間が３

（返還の債務の当然免除）

第６条 貸費生であつた者は、次の各号のいずれかに該当するに至

つたときは、修学資金の返還の債務の免除を受けることができ

る。

� 第２条第１号に掲げる者に貸与する修学資金（以下「看護職

員養成施設修学資金」という。）の貸費生であつた者が、看護

職員養成施設卒業後（引き続き他の種類の看護職員養成施設に

入学した者にあつては、当該看護職員養成施設卒業後）１年以

内に看護職員の免許を取得し、直ちに県内のアからクまでに掲

げる施設等（クに掲げる施設にあつては、県内のアからオまで

又はキに掲げる施設で看護職員として業務に従事した期間が３
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年以上ある場合に限る。）又はケ若しくはコに掲げる施設（以

下「２００床未満の病院等」という。）で看護職員となり、か

つ、引き続き２００床未満の病院等で看護職員として業務に従事

した期間（第９条又は第１０条の規定により返還の債務の履行が

猶予されたときは、当該猶予期間に引き続く期間を加えた期

間）が５年に達したとき。

ア～カ 省略

キ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２７項に規定

する介護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」とい

う。）

ク～コ 省略

�・� 省略

年以上ある場合に限る。）又はケ若しくはコに掲げる施設（以

下「２００床未満の病院等」という。）で看護職員となり、か

つ、引き続き２００床未満の病院等で看護職員として業務に従事

した期間（第９条又は第１０条の規定により返還の債務の履行が

猶予されたときは、当該猶予期間に引き続く期間を加えた期

間）が５年に達したとき。

ア～カ 省略

キ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規定

する介護老人保健施設（以下「介護老人保健施設」とい

う。）

ク～コ 省略

�・� 省略

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第１７号
愛媛県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金条例の一部を改正する条例

愛媛県子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進基金条例（平成２２年愛媛県条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第１８号
愛媛県妊婦健康診査臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県妊婦健康診査臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県妊婦健康診査臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年９月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年９月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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�愛媛県条例第１９号
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

別表（第２条、第３条、第７条関係）

１ 省略

２ 保健福祉関係事務手数料

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～８６ 省略 １～８６ 省略

８６の２ 薬事法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令（平成

２１年政令第２号）附則第３条

及び第６条の規定によ

りなおその効力を有するものとさ

れる同令による改正前の薬事法施

行令第４５条第１項の規定に基づく

医薬品の販売業の許可証又は医薬

品の販売若しくは授与の相手方の

変更の許可証の書換え交付

省略 ８６の２ 薬事法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令（平成

２１年政令第２号）附則第２条から

第４条まで及び第６条の規定によ

りなおその効力を有するものとさ

れる同令による改正前の薬事法施

行令第４５条第１項の規定に基づく

医薬品の販売業の許可証又は医薬

品の販売若しくは授与の相手方の

変更の許可証の書換え交付

省略

８７ 省略 ８７ 省略

８７の２ 薬事法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令（平成

２１年政令第２号）附則第３条

及び第６条の規定によ

りなおその効力を有するものとさ

れる同令による改正前の薬事法施

行令第４６条第１項の規定に基づく

医薬品の販売業の許可証又は医薬

品の販売若しくは授与の相手方の

変更の許可証の再交付

省略 ８７の２ 薬事法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係政令の整備等

及び経過措置に関する政令（平成

２１年政令第２号）附則第２条から

第４条まで及び第６条の規定によ

りなおその効力を有するものとさ

れる同令による改正前の薬事法施

行令第４６条第１項の規定に基づく

医薬品の販売業の許可証又は医薬

品の販売若しくは授与の相手方の

変更の許可証の再交付

省略

８７の３～１０４ 省略 ８７の３～１０４ 省略

１０４の２ 介護保険法（平成９年法

律 第１２３号）第６９条 の２第１項 の

規定に基づく介護支援専門員実務

研修受講試験の問題の作成及び合

格の基準の設定

介護支援専門

員実務研修受

講試験手数料

（試験問題作

成 事 務 手 数

料）

７００円 １０４の２ 介護保険法（平成９年法

律 第１２３号）第６９条 の２第１項 の

規定に基づく介護支援専門員実務

研修受講試験の問題の作成及び合

格の基準の設定

介護支援専門

員実務研修受

講試験手数料

（試験問題作

成 事 務 手 数

料）

１，０００円

１０４の３～１１３ 省略 １０４の３～１１３ 省略

備考 省略 備考 省略

３～６ 省略 ３～６ 省略

附 則

この条例は、平成２４年６月１日から施行する。ただし、別表２の表１０４の２の項の改正規定は、同年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第２０号
愛媛県地方障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県地方障害者施策推進協議会条例の一部を改正する条例

愛媛県地方障害者施策推進協議会条例（平成６年愛媛県条例第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県障害者施策推進協議会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第３６条

第３項の規定に基づき、愛媛県障害者施策推進協議会 （以下

「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。

（委員）

第３条 委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の自立及び社

会参加に関する事業に従事する者並びに関係行政機関の職員のう

ちから、知事が委嘱し、又は任命する。

２・３ 省略

愛媛県地方障害者施策推進協議会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第３４条

第３項の規定に基づき、愛媛県地方障害者施策推進協議会（以下

「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。

（委員）

第３条 委員は、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉

に関する事業に従事する者及び 関係行政機関の職員のう

ちから、知事が委嘱し、又は任命する。

２・３ 省略

附 則

１ この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律（平成２３年法律第９０号）附則第１条第１号の政令で定める日から施行する。

２ この条例の施行の際現に従前の愛媛県地方障害者施策推進協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の愛媛県障害者施

策推進協議会条例第３条第１項の規定により愛媛県障害者施策推進協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場

合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日における従前の愛媛県

地方障害者施策推進協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

�愛媛県条例第２１号
愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県障害者自立支援対策臨時特例基金条例（平成１９年愛媛県条例第２０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２２号
愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例（平成１９年愛媛県条例第２１号）の一部を次のように改正する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用料及び手数料の額）

第２条 前条第１項に規定する使用料（以下「使用料」という。）

の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

� 児童福祉法第６条の２第２項に規定する児童発達支援（以下

「児童発達支援」という。）及び同条第４項に規定する放課後

等デイサービス（以下「放課後等デイサービス」という。）

同法第２１条の５の３第２項第１号の規定により算定した費用の

額と同条第１項に規定する通所特定費用の額との合計額

� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第６項に

規定する療養介護（以下「療養介護」という。）、同条第７項

に規定する生活介護（以下「生活介護」という。）及び同条第

８項に規定する短期入所（以下「短期入所」という。） 同法

第２９条第３項第１号の規定により算定した費用の額と同条第１

項に規定する特定費用の額との合計額

� 省略

２・３ 省略

（使用料及び手数料の納付時期）

第３条 前条第１項の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める期日までに納付しなければならない。

� 前条第１項第１号から第３号までの使用料 児童発達支援、

放課後等デイサービス、指定入所支援、療養介護、生活介護又

は短期入所を受けた日の属する月の翌月の末日

� 前条第１項第４号の使用料 診療を受けた日又は入院その他

知事が必要と認めるときは、知事が指定する日

２・３ 省略

（使用料及び手数料の額）

第２条 前条第１項に規定する使用料（以下「使用料」という。）

の額は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

� 省略

� 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５条第８項

に規定する短期入所（以下「短期入所」という。） 同法

第２９条第３項第１号の規定により算定した費用の額と同条第１

項に規定する特定費用の額との合計額

� 省略

� 児童福祉法第７条第２項に規定する重症心身障害児その他の

者の通所 食事の提供に要する費用として規則で定める額

２・３ 省略

（使用料及び手数料の納付時期）

第３条 前条第１項の使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める期日までに納付しなければならない。

� 前条第１項第１号及び第２号 の使用料

指定入所支援 又

は短期入所を受けた日の属する月の翌月の末日

� 前条第１項第３号の使用料 診療を受けた日又は入院その他

知事が必要と認めるときは、知事が指定する日

� 前条第１項第４号の使用料 食事の提供を受けた日の属する

月の翌月の末日

２・３ 省略

附 則

１ この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

２ この条例の施行前の使用に係る使用料の額及び納付時期については、なお従前の例による。

�愛媛県条例第２３号
児童福祉法施行条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

児童福祉法施行条例

児童福祉法第６２条の６の規定に基づく過料に関する条例（平成１８年愛媛県条例第４５号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第５６条の５の５第２項において準用する障害者自立支援

法（平成１７年法律第１２３号）第９８条第１項及び第２項並びに第１０４条並びに法第６２条の６並びに児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）

第４４条の８の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（愛媛県障害児通所給付費等不服審査会の設置）

第２条 法第５６条の５の５第２項において準用する障害者自立支援法第９８条第１項の規定に基づき、愛媛県障害児通所給付費等不服審査会

（以下「審査会」という。）を置く。

（審査会の組織）

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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第３条 審査会は、委員１０人以内で組織する。

（審査会への諮問）

第４条 知事は、法第５６条の５の５第１項の規定に基づき審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に

諮問しなければならない。

� 審査請求が不適法であり、却下するとき。

� 知事が障害児の保健又は福祉に関する専門的な見地からの意見を求める必要がないと認めるとき。

（医師等の報酬）

第５条 法第５６条の５の５第２項において準用する障害者自立支援法第１０３条第２項の規定により、診断その他の調査（以下「診断等」と

いう。）をした医師等に対し支給する報酬の額は、診断等に要した特別の技能の程度並びにこれに要した時間及び費用を考慮して知事が

定める。

（庶務）

第６条 審査会の庶務は、保健福祉部において処理する。

（規則への委任）

第７条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

（過料）

第８条 次の各号のいずれかに該当する者は、１０万円以下の過料に処する。

� 法第２４条の４第２項の規定による入所受給者証の返還を求められてこれに応じない者

� 正当の理由がないのに、法第５７条の３第２項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若し

くは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２４号
愛媛県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県介護職員処遇改善等臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第５３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２５年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２４年１２月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２５号
愛媛県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県介護基盤緊急整備等臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第５４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年１２月３１日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２６号
愛媛県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例の一部を改正する条例

愛媛県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例（平成２１年愛媛県条例第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２７号
愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県産業技術研究所の使用料及び手数料条例（昭和３０年愛媛県条例第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係）

使用料

別表（第３条関係）

使用料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係

食品産業関係

省略

機械金属用機器

省略

食品加工用機器

１時間

１時間又は１回

２，７３０円

２，５２０

技術開発関係

食品産業関係

省略

建設関係

機械金属用機器

省略

食品加工用機器

土木用機器

１時間

１時間又は１回

１時間

２，８３０円

２，６２０

６３０

手数料 手数料

区 分 種 別 単 位 金 額 区 分 種 別 単 位 金 額

技術開発関係

省略

試験

省略

１件 ９，６６０円 技術開発関係

省略

試験

省略

１件 １８，３７０円

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第２８号
愛媛県森林そ生緊急対策基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県森林そ生緊急対策基金条例の一部を改正する条例

愛媛県森林そ生緊急対策基金条例（平成２１年愛媛県条例第４３号）の一部を次のように改正する。

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条

森林整備の促進及び 森林資源を活用した

林業、木材産業等の地域産業の再生を図り、もって水源のかん養

等の多面的機能を有する森林をそ生させるために要する経費の財

源に充てるため、森林そ生緊急対策基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。

附 則

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。

（設置）

第１条 地球温暖化の防止に向けた森林吸収目標の達成並びに木材

及び木質バイオマスを活用した低炭素社会の実現が求められる

中、間伐等の森林整備の促進及び間伐材等の森林資源を活用した

林業、木材産業等の地域産業の再生を図り、もって水源のかん養

等の多面的機能を有する森林をそ生させるために要する経費の財

源に充てるため、森林そ生緊急対策基金（以下「基金」とい

う。）を設置する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第２９号
愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県県営住宅管理条例の一部を改正する条例

愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（入居者の公募の方法）

第３条 知事は、一般県営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法の

うち２以上の方法によつて行うものとする。

�～� 省略

� インターネットの利用

� 省略

２ 省略

（公募の例外）

第４条 知事は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず一般県営

住宅に入居させることができる。

�・� 省略

� 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条の規定に基づく

都市計画事業、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３

条第４項若しくは第５項の規定に基づく土地区画整理事業又は

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事

業の施行に伴う住宅の除却

�～� 省略

（入居者の資格）

第５条 一般県営住宅に入居することができる者は、次の各号（高

齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として

規則で定める者

にあつては第１号、第３号及び第４号、被災市街

地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条に規定する者で

当該災害の発生した日から起算して３年を経過していないものに

あつては第３号）の条件を具備する者でなければならない。

� その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める

（入居者の公募の方法）

第３条 知事は、一般県営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法の

うち２以上の方法によつて行うものとする。

�～� 省略

� 省略

２ 省略

（公募の例外）

第４条 知事は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず一般県営

住宅に入居させることができる。

�・� 省略

� 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条の規定に基づく

都市計画事業、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３

条第３項若しくは第４項の規定に基づく土地区画整理事業又は

都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づく市街地再開発事

業の施行に伴う住宅の除却

�～� 省略

（入居者の資格）

第５条 一般県営住宅に入居することができる者は、次の各号（公

営 住 宅 法 施 行 令（昭 和２６年 政 令 第２４０号。以 下「政 令」と い

う。）第６条第１項各号に掲げる者で知事が県営住宅の管理上適

当と認めるものにあつては第１号、第３号及び第４号、被災市街

地復興特別措置法（平成７年法律第１４号）第２１条に規定する者で

当該災害の発生した日から起算して３年を経過していないものに

あつては第３号）の条件を具備する者でなければならない。

� その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める
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金額を超えないこと。

ア 公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。以下「政令」

という。）第６条第４項に規定する場合 同条第５項第１号

に規定する金額

イ・ウ 省略

� 現に同居し、又は同居しようとする親族（事実上婚姻の関係

と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第４号、第

１７条第６項並びに第２３条の１２第２号及び第４号

において同じ。）があること。

�・� 省略

（入居者の保管義務等）

第１７条 省略

２～８ 省略

９ 知事は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員又は規則

で定める者であるときは、同項の承認をしてはならない。

（使用許可）

第２３条の２ 知事は、社会福祉法人その他公営住宅法第４５条第１項

の事業等を定める省令（平成８年厚生省・建設省令第１号）第２

条に規定する者又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成

１３年法律第２６号）第９条第１項に規定する登録事業者（以下「社

会福祉法人等」という。）が一般県営住宅を使用して同省令第１

条に規定する事業又は同法第７条第５項に規定する登録事業（以

下「社会福祉事業等」という。）を行うことが必要であると認め

る場合においては、当該社会福祉法人等に対して、一般県営住宅

の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、一般県営

住宅の使用を許可することができる。

２ 省略

（許可等に関する意見聴取）

第２５条の７ 知事は、第６条（第２３条の１１及び第２３条の１６において

準用する場合を含む。）の許可をしようとするとき、又は現に県

営住宅に入居している者（同居する者を含む。）について、知事

が特に必要があると認めるときは、第５条第４号、第１７条第７項

（第２３条の１１及び第２３条の１６において準用する場合を含む。次条

において同じ。）及び第９項（暴力団員に係る部分に限り、第２３

条の１１及び第２３条の１６において準用する場合を含む。次条におい

て同じ。）、第２３条第１項第５号（第２３条の１１及び第２３条の１６に

おいて準用する場合を含む。次条において同じ。）、第２３条の９

第２項並びに第２３条の１２第４号に該当する事由の有無について、

愛媛県警察本部長の意見を聴くことができる。

附 則

６ 平成２５年３月３１日までの間における一般県営住宅の入居者の資

格については、第５条第１号ア中「公営住宅法施行令（昭和２６年

政令第２４０号。以下「政令」という。）」とあるのは「地域の自

主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整

備等に関する政令（平成２３年政令第４２４号）第１条の規定による

改正前の公営住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号。以下この号

において「旧政令」という。）」と、同号イ及びウ中「政令」と

あるのは「旧政令」とする。

金額を超えないこと。

ア 政令

第６条第４項に規定する場合 同条第５項第１号

に規定する金額

イ・ウ 省略

� 現に同居し、又は同居しようとする親族（事実上婚姻の関係

と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第４号、第

１７条第６項、第２３条の１２第２号 及び第４号並びに附則第６

項において同じ。）があること。

�・� 省略

（入居者の保管義務等）

第１７条 省略

２～８ 省略

９ 知事は、前項の引き続き居住を希望する者が暴力団員

であるときは、同項の承認をしてはならない。

（使用許可）

第２３条の２ 知事は、社会福祉法人その他公営住宅法第４５条第１項

の事業等を定める省令（平成８年厚生省・建設省令第１号）第２

条に規定する者

（以下「社

会福祉法人等」という。）が一般県営住宅を使用して同省令第１

条に規定する事業 （以

下「社会福祉事業等」という。）を行うことが必要であると認め

る場合においては、当該社会福祉法人等に対して、一般県営住宅

の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、一般県営

住宅の使用を許可することができる。

２ 省略

（許可等に関する意見聴取）

第２５条の７ 知事は、第６条（第２３条の１１及び第２３条の１６において

準用する場合を含む。）の許可をしようとするとき、又は現に県

営住宅に入居している者（同居する者を含む。）について、知事

が特に必要があると認めるときは、第５条第４号、第１７条第７項

（第２３条の１１及び第２３条の１６において準用する場合を含む。次条

において同じ。）及び第９項（ 第２３

条の１１及び第２３条の１６において準用する場合を含む。次条におい

て同じ。）、第２３条第１項第５号（第２３条の１１及び第２３条の１６に

おいて準用する場合を含む。次条において同じ。）、第２３条の９

第２項並びに第２３条の１２第４号に該当する事由の有無について、

愛媛県警察本部長の意見を聴くことができる。

附 則

６ 当分の間、政令附則第７項に規定する地域内の一般県営住宅に

係る第５条の規定の適用については、当該一般県営住宅の入居者

が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合において

も、同条第２号の条件を具備するものとみなす。

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。
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�愛媛県条例第３０号
愛媛県高等学校等修学支援基金条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県高等学校等修学支援基金条例の一部を改正する条例

愛媛県高等学校等修学支援基金条例（平成２１年愛媛県条例第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。ただ

し、同日までに実施された第１条の目的を達成するための事業に

係る精算については、この条例の規定は、同年６月３０日（同日ま

でに当該精算が完了した場合にあっては、当該精算が完了した

日）までの間は、なおその効力を有する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

�愛媛県条例第３１号
愛媛県歴史文化博物館管理条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県歴史文化博物館管理条例の一部を改正する条例

愛媛県歴史文化博物館管理条例（平成２０年愛媛県条例第２７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（開館時間等）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の１の項から６の項までに

掲げる施設は、午前９時から午後１０時まで利用することができ

る。

３ 省略

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

（開館時間等）

第４条 省略

２ 前項の規定にかかわらず、別表第１の１の項から７の項までに

掲げる施設は、午前９時から午後１０時まで利用することができ

る。

３ 省略

別表第１（第４条、第８条、第１２条関係）

区 分 単 位 金 額 区 分 単 位 金 額

１～６ 省略 １～６ 省略

７ オリエンテーションルーム １時間につき ２，０００円

７ 省略 ８ 省略

備考 省略 備考 省略

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３２号
愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県学校職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県学校職員定数条例（昭和３２年愛媛県条例第１５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８６３人

� 市町立学校の職員 ８，７２９人

計 １２，５９２人

（定数）

第２条 学校職員の定数は、次のとおりとする。

� 県立学校の職員 ３，８７４人

� 市町立学校の職員 ８，７８９人

計 １２，６６３人

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３３号
愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県警察職員定数条例の一部を改正する条例

愛媛県警察職員定数条例（昭和３３年愛媛県条例第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 ９９人

警 部 ２０４人

� 警察官

�
�
�
�
��
�
�
�
��

警部補及び巡査部長 １，３９４人

巡 査 ７３０人

計 ２，４２７人

� 省略

計 ２，８４２人

２ 省略

（職員の定数）

第２条 警察職員の定数は、次のとおりとする。

警 視 ９９人

警 部 ２０３人

� 警察官

�
�
�
�
��
�
�
�
��

警部補及び巡査部長 １，３８５人

巡 査 ７２４人

計 ２，４１１人

� 省略

計 ２，８２６人

２ 省略

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３４号
愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

愛媛県警察関係事務手数料条例（平成１２年愛媛県条例第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係） 別表（第２条、第３条、第６条、第７条関係）

事 務 名 称 金 額 事 務 名 称 金 額

１～２８ 省略 １～２８ 省略

２９ 道路交通法第

８９条第１項の規

定に基づく運転

免許試験の実施

運転免

許試験

手数料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る試験 次に掲

げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 道路交通法第９７条の２第

１項第１号又は第２号に該

２９ 道路交通法第

８９条第１項の規

定に基づく運転

免許試験の実施

運転免

許試験

手数料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る試験 次に掲

げる場合の区分に応じ、それ

ぞれ次に定める金額

ア 道路交通法第９７条の２第

１項第１号又は第２号に該
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当して同項の規定の適用を

受ける場合 １，６００円

イ 同項第３号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，９００円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ４，６００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、７，７００円）

� 普通自動車免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第

１号又は第２号に該当して

同項の規定の適用を受ける

場合 １，８００円

イ 同項第３号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，９００円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ２，２００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、３，０５０円）

� 特定第一種運転免許（大型

特殊自動車免許、大型自動二

輪車免許、普通自動二輪車免
けん

許又は牽引免許をいう。以下

同じ。）又は大型特殊自動車
けん

第二種免許若しくは牽引第二

種免許に係る試験 次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第

２号に該当して同項の規定

の適用を受ける場合 １，７５０

円

イ 同項第３号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，９００円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ３，０５０円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，６００円）

� 小型特殊自動車免許又は原

当して同項の規定の適用を

受ける場合 １，８５０円

イ 同項第３号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 ２，０００円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ４，９５０円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、８，６５０円）

� 普通自動車免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第

１号又は第２号に該当して

同項の規定の適用を受ける

場合 ２，１００円

イ 同項第３号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 ２，０５０円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ２，４００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、３，４００円）

� 特定第一種運転免許（大型

特殊自動車免許、大型自動二

輪車免許、普通自動二輪車免
けん

許又は牽引免許をいう。以下

同じ。）又は大型特殊自動車
けん

第二種免許若しくは牽引第二

種免許に係る試験 次に掲げ

る場合の区分に応じ、それぞ

れ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項

の規定

の適用を受ける場合 ２，０００

円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ２，９５０円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，６００円）

� 小型特殊自動車免許又は原
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動機付自転車免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項の

規定の適用を受ける場合

１，９００円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 １，５００円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同項第２号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，７５０円

イ 同項第３号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，９００円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ４，６００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、７，６５０円）

� 仮運転免許に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第

２号に該当して同項の規定

の適用を受ける場合 １，７００

円

イ 同項第４号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，５５０円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ３，０００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，５５０円）

動機付自転車免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項の

規定の適用を受ける場合

２，０５０円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 １，６５０円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る試験

次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同

項の規定の適用を受ける場

合 ２，０００円

イ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ４，５００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、７，７００円）

� 仮運転免許に係る試験 次

に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額

ア 同法第９７条の２第１項第

２号に該当して同項の規定

の適用を受ける場合 ２，０００

円

イ 同項第４号に該当して同

項の規定の適用を受ける場

合 １，６５０円

ウ 同項の規定の適用を受け

ない場合 ３，１００円（同法第

９７条第１項第２号に掲げる

事項について行う試験を公

安委員会が提供する自動車

を使用して受ける場合にあ

っては、４，７５０円）

２９の２ 道路交通

法第８９条第２項

の規定に基づく

検査

検査手

数料

� 大型自動車仮運転免許又は

中型自動車仮運転免許を受け

ている者に対する検査 ３，８５０

円（公安委員会が提供する自

動車を使用して受ける場合に

あっては、６，９５０円）

� 普通自動車仮運転免許を受

けている者に対する検査 ４，

０５０円（公安委員会が提供する

２９の２ 道路交通

法第８９条第２項

の規定に基づく

検査

検査手

数料

� 大型自動車仮運転免許又は

中型自動車仮運転免許を受け

ている者に対する検査 ３，９５０

円（公安委員会が提供する自

動車を使用して受ける場合に

あっては、７，６５０円）

� 普通自動車仮運転免許を受

けている者に対する検査 ４，

３００円（公安委員会が提供する
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自動車を使用して受ける場合

にあっては、４，９００円）

自動車を使用して受ける場合

にあっては、５，３００円）

３０ 道路交通法第

９１条の運転する

ことができる自

動車等の種類の

限定の全部又は

一部の解除の審

査

審査手

数料

１，５５０円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合に

あっては、３，１００円）

３０ 道路交通法第

９１条の運転する

ことができる自

動車等の種類の

限定の全部又は

一部の解除の審

査

審査手

数料

１，７００円（公安委員会が提供する

自動車を使用して受ける場合に

あっては、３，３５０円）

３１ 道路交通法第

９２条第１項の規

定に基づく免許

証の交付

免許証

交付手

数料

� 第一種運転免許又は第二種

運転免許に係る免許証 ２，０５０

円（道路交通法第９２条第１項

後段の規定により、一の種類

の免許に係る免許証に他の種

類の免許に係る事項を記載し

てその種類の免許に係る免許

証の交付に代える場合にあっ

ては、２，０５０円に、当該他の種

類の免許に係る事項を記載す

るごとに２００円を加えた額）

� 仮運転免許に係る免許証

１，１００円

３１ 道路交通法第

９２条第１項の規

定に基づく免許

証の交付

免許証

交付手

数料

� 第一種運転免許又は第二種

運転免許に係る免許証 ２，１００

円（道路交通法第９２条第１項

後段の規定により、一の種類

の免許に係る免許証に他の種

類の免許に係る事項を記載し

てその種類の免許に係る免許

証の交付に代える場合にあっ

ては、２，１００円に、当該他の種

類の免許に係る事項を記載す

るごとに２００円を加えた額）

� 仮運転免許に係る免許証

１，２００円

３２ 道路交通法第

９４条第２項の規

定に基づく免許

証の再交付

免許証

再交付

手数料

� 第一種運転免許又は第二種

運転免許に係る免許証 ３，６００

円

� 仮運転免許に係る免許証

１，１００円

３２ 道路交通法第

９４条第２項の規

定に基づく免許

証の再交付

免許証

再交付

手数料

� 第一種運転免許又は第二種

運転免許に係る免許証 ３，６５０

円

� 仮運転免許に係る免許証

１，２００円

３２の２～３３ 省略 ３２の２～３３ 省略

３４ 道路交通法第

９９条の２第４項

第１号イの規定

に 基 づ く 審 査

（以下「技能検

定員審査」とい

う。）

技能検

定員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る技能検定員審

査 ２３，５００円

� 普通自動車免許に係る技能

検定員審査 １９，６５０円

� 特定第一種運転免許に係る

技能検定員審査 １４，５００円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る技能

検定員審査で、これらの免許

に対応する第一種運転免許に

係る技能検定員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る技能検定員審

査」という。） ２１，８５０円

３４ 道路交通法第

９９条の２第４項

第１号イの規定

に 基 づ く 審 査

（以下「技能検

定員審査」とい

う。）

技能検

定員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る技能検定員審

査 ２４，７００円

� 普通自動車免許に係る技能

検定員審査 ２０，５００円

� 特定第一種運転免許に係る

技能検定員審査 １４，１００円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る技能

検定員審査で、これらの免許

に対応する第一種運転免許に

係る技能検定員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る技能検定員審

査」という。） ２２，４５０円

３５ 省略 ３５ 省略

３６ 道路交通法第

９９条の３第４項

第１号イの規定

に 基 づ く 審 査

（以下「教習指

教習指

導員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る教習指導員審

査 １５，０００円

� 普通自動車免許に係る教習

指導員審査 １１，８００円

３６ 道路交通法第

９９条の３第４項

第１号イの規定

に 基 づ く 審 査

（以下「教習指

教習指

導員審

査手数

料

� 大型自動車免許又は中型自

動車免許に係る教習指導員審

査 １５，６５０円

� 普通自動車免許に係る教習

指導員審査 １２，１５０円

愛 媛 県 報平成２４年３月２７日 第２３５４号外１

４７



導員審査」とい

う。）

� 特定第一種運転免許に係る

教習指導員審査 ９，４５０円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る教習

指導員審査で、これらの免許

に対応する第一種運転免許に

係る教習指導員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る教習指導員審

査」という。） １２，８５０円

導員審査」とい

う。）

� 特定第一種運転免許に係る

教習指導員審査 ９，５００円

� 大型自動車第二種免許、中

型自動車第二種免許又は普通

自動車第二種免許に係る教習

指導員審査で、これらの免許

に対応する第一種運転免許に

係る教習指導員資格者証の交

付を受けている者に対するも

の（以下「大型自動車第二種

免許等に係る教習指導員審

査」という。） １３，３００円

３７ 道路交通法第

１００条の２第１

項の規定に基づ

く再試験の実施

再試験

手数料

� 普通自動車免許に係る再試

験 １，９５０円（道路交通法第

１００条の２第２項に規定する普

通自動車の運転について必要

な技能について行う試験を公

安委員会が提供する自動車を

使用して受ける場合にあって

は、２，８００円）

� 大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再試

験 １，７００円（同項に規定する

大型自動二輪車又は普通自動

二輪車の運転について必要な

技能について行う試験を公安

委員会が提供する自動車を使

用して受ける場合にあって

は、３，２５０円）

� 原動機付自転車免許に係る

再試験 １，０００円

３７ 道路交通法第

１００条の２第１

項の規定に基づ

く再試験の実施

再試験

手数料

� 普通自動車免許に係る再試

験 ２，０５０円（道路交通法第

１００条の２第２項に規定する普

通自動車の運転について必要

な技能について行う試験を公

安委員会が提供する自動車を

使用して受ける場合にあって

は、３，０５０円）

� 大型自動二輪車免許又は普

通自動二輪車免許に係る再試

験 １，９００円（同項に規定する

大型自動二輪車又は普通自動

二輪車の運転について必要な

技能について行う試験を公安

委員会が提供する自動車を使

用して受ける場合にあって

は、３，５５０円）

� 原動機付自転車免許に係る

再試験 １，１５０円

３８ 道路交通法第

１０１条 第１項 又

は 第１０１条 の２

第１項の規定に

基づく免許証の

更新の申請に対

する審査

免許証

更新手

数料

２，５００円 ３８ 道路交通法第

１０１条 第１項 又

は 第１０１条 の２

第１項の規定に

基づく免許証の

更新の申請に対

する審査

免許証

更新手

数料

２，５５０円

３８の２ 道路交通

法 第１０１条 の２

の２第１項の規

定に基づく免許

証の更新申請書

の経由

経由手

数料

５５０円 ３８の２ 道路交通

法 第１０１条 の２

の２第１項の規

定に基づく免許

証の更新申請書

の経由

経由手

数料

６００円

３８の３ 省略 ３８の３ 省略

３８の４ 道路交通

法 第１０４条 の４

第６項の規定に

基づく運転経歴

証明書の再交付

運転経

歴証明

書再交

付手数

料

１，０００円

３９ 道路交通法第 国外運 ２，４００円 ３９ 道路交通法第 国外運 ２，６５０円
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１０７条の７第１

項の規定に基づ

く国外運転免許

証の交付

転免許

証交付

手数料

１０７条の７第１

項の規定に基づ

く国外運転免許

証の交付

転免許

証交付

手数料

４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

� 省略

� 同項第２号に掲げる講習

講習１時間につき２，４５０円

� 同項第３号に掲げる講習

講習１時間につき２，２００円

� 省略

� 同項第５号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 大型自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

４，１５０円

イ 普通自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

４，０５０円

� 同項第６号に掲げる講習

講習１時間につき１，４００円

� 省略

� 同項第８号に掲げる講習

講習１時間につき１，２５０円

	 同項第９号に掲げる講習

講習１時間につき６５０円


 同項第１０号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 普通自動車免許に係る講

習 講習１時間につき２，１００

円

イ 大型自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

２，７５０円

ウ 普通自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

２，６００円

エ 原動機付自転車免許に係

る講習 講習１時間につき

２，４５０円

� 同項第１１号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同法第９２条の２第１項の

表の備考一の２に規定する

優良運転者に対する講習

６００円

イ 同表の備考一の３に規定

する一般運転者に対する講

習 ９５０円

ウ 同表の備考一の４に規定

４０ 道路交通法第

１０８条の２第１

項各号に掲げる

講習の実施

講習手

数料

� 省略

� 同項第２号に掲げる講習

講習１時間につき２，６００円

� 同項第３号に掲げる講習

講習１時間につき２，３００円

� 省略

� 同項第５号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 大型自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

４，２００円

イ 普通自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

４，１００円

� 同項第６号に掲げる講習

講習１時間につき１，３５０円

� 省略

� 同項第８号に掲げる講習

講習１時間につき１，２００円

	 同項第９号に掲げる講習

講習１時間につき７５０円


 同項第１０号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 普通自動車免許に係る講

習 講習１時間につき２，１５０

円

イ 大型自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

２，８００円

ウ 普通自動二輪車免許に係

る講習 講習１時間につき

２，７００円

エ 原動機付自転車免許に係

る講習 講習１時間につき

２，５５０円

� 同項第１１号に掲げる講習

次に掲げる講習の区分に応

じ、それぞれ次に定める金額

ア 同法第９２条の２第１項の

表の備考一の２に規定する

優良運転者に対する講習

７００円

イ 同表の備考一の３に規定

する一般運転者に対する講

習 １，０５０円

ウ 同表の備考一の４に規定
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する違反運転者等に対する

講習 １，５００円（道路交通法

施行令（昭和３５年政令第２７０

号）第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２第

１項第１１号に掲げる講習の

項の第３欄及び第４欄の国

家公安委員会規則で定める

同令第３３条の７第２項の基

準に該当しない者に対する

講習にあっては、９５０円 ）

� 省略

� 同法第１０８条の２第１項第１３

号 に 掲 げ る 講 習 １３，３５０円

（同令第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２第１

項第１３号に掲げる講習の項の

第３欄及び第４欄の国家公安

委員会規則で定める講習にあ

っては、９，２００円）

する違反運転者等に対する

講習 １，７００円（道路交通法

施行令（昭和３５年政令第２７０

号）第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２第

１項第１１号に掲げる講習の

項の第３欄及び第４欄の国

家公安委員会規則で定める

同令第３３条の７第２項の基

準に該当しない者に対する

講習にあっては、１，０５０円）

� 省略

� 同法第１０８条の２第１項第１３

号 に 掲 げ る 講 習 １３，４００円

（同令第４３条第１項の表講習

手数料の部法第１０８条の２第１

項第１３号に掲げる講習の項の

第３欄及び第４欄の国家公安

委員会規則で定める講習にあ

っては、９，４００円）

４１ 道路交通法第

１０８条の２第２

項の規定に基づ

く講習の実施

特定任

意講習

手数料

� 道路交通法施行令第３７条の

６第２号に規定する講習 １，

５００円

�・� 省略

４１ 道路交通法第

１０８条の２第２

項の規定に基づ

く講習の実施

特定任

意講習

手数料

� 道路交通法施行令第３７条の

６第２号に規定する講習 １，

８００円

�・� 省略

４２～６４ 省略 ４２～６４ 省略

備考

１ 省略

２ この表の３４の項（以下「別表３４の項」という。）に掲げ

る技能検定員審査手数料の額は、技能検定員審査を受けよ

うとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審

査を免除される者である場合にあっては、別表３４の項の右

欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じ

て、それぞれ別表３４の項の右欄に定める額から、次の表の

右欄に定める額を減じた額とする。

備考

１ 省略

２ この表の３４の項（以下「別表３４の項」という。）に掲げ

る技能検定員審査手数料の額は、技能検定員審査を受けよ

うとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審

査を免除される者である場合にあっては、別表３４の項の右

欄の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じ

て、それぞれ別表３４の項の右欄に定める額から、次の表の

右欄に定める額を減じた額とする。

審 査 細 目 区 分

技能検定

員審査手

数料の額

から減ず

る額

審 査 細 目 区 分

技能検定

員審査手

数料の額

から減ず

る額

１ 技能検定員

として必要な

自動車の運転

技能

� 省略 １ 技能検定員

として必要な

自動車の運転

技能

� 省略

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

３，７５０円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

３，９５０円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

１，３００円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

１，３５０円

� 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

４，４５０円 � 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

４，６００円

２ 自動車の運

転技能に関す

る観察及び採

点の技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

７，０００円 ２ 自動車の運

転技能に関す

る観察及び採

点の技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

７，０５０円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

６，４００円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

６，７５０円
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� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，２００円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，２５０円

� 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

７，８００円 � 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

７，９５０円

３ 道路交通法

第１０８条の２８第

４項に規定す

る教則の内容

となっている

事項

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，１００円 ３ 道路交通法

第１０８条の２８第

４項に規定す

る教則の内容

となっている

事項

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，１５０円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，８５０円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９００円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，１００円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，１５０円

４ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，１００円 ４ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，１５０円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，８５０円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９００円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，１００円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，１５０円

５ 技能検定の

実施に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，２５０円 ５ 技能検定の

実施に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，２００円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

２，０００円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９５０円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，２５０円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，０５０円

６ 自動車の運

転技能の評価

方法に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

１，８５０円 ６ 自動車の運

転技能の評価

方法に関する

知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る技能

検定員審査

２，２００円

� 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

１，９５０円 � 普通自動車免許に係る

技能検定員審査

２，０００円

� 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，４５０円 � 特定第一種運転免許に

係る技能検定員審査

２，０００円

� 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

３，１５０円 � 大型自動車第二種免許

等に係る技能検定員審査

３，２００円

７ 道路運送法

（昭和２６年法

律第１８３号）第

２条第３項に

規定する旅客

自動車運送事

業及び自動車

運転代行業の

業務の適正化

に関する法律

第２条第１項

に規定する自

動車運転代行

業に関する法

令についての

知識

大型自動車第二種免許等に

係る技能検定員審査

２，７００円 ７ 道路運送法

（昭和２６年法

律第１８３号）第

２条第３項に

規定する旅客

自動車運送事

業及び自動車

運転代行業の

業務の適正化

に関する法律

第２条第１項

に規定する自

動車運転代行

業に関する法

令についての

知識

大型自動車第二種免許等に

係る技能検定員審査

２，７５０円
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備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は２，９５０円を、普通自動車免許に係る技能検定員審

査については９００円を、特定第一種運転免許に係る

技能検定員審査については１，０５０円を、大型自動車

第二種免許等に係る技能検定員審査については

３，０５０円を減ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び

４の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、３の

項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は３５０円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査

については２００円を、特定第一種運転免許に係る技

能検定員審査については３５０円を減ずるものとす

る。

備考

１ 技能検定員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は３，７５０円を、普通自動車免許に係る技能検定員審

査については９５０円を、特定第一種運転免許に係る

技能検定員審査については１，０５０円を、大型自動車

第二種免許等に係る技能検定員審査については

３，２５０円を減ずるものとする。

２ 技能検定員審査を受けようとする者が３の項及び

４の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、３の

項及び４の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３４の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る技能検定員審査について

は３００円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査

については３００円を、特定第一種運転免許に係る技

能検定員審査については３００円を減ずるものとす

る。

３ この表の３６の項（以下「別表３６の項」という。）の教習

指導員審査手数料の額は、教習指導員審査を受けようとす

る者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免

除される者である場合にあっては、別表３６の項の右欄の規

定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、そ

れぞれ別表３６の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に

定める額を減じた額とする。

３ この表の３６の項（以下「別表３６の項」という。）の教習

指導員審査手数料の額は、教習指導員審査を受けようとす

る者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免

除される者である場合にあっては、別表３６の項の右欄の規

定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる区分に応じて、そ

れぞれ別表３６の項の右欄に定める額から、次の表の右欄に

定める額を減じた額とする。

審 査 細 目 区 分

教習指導

員審査手

数料の額

から減ず

る額

審 査 細 目 区 分

教習指導

員審査手

数料の額

から減ず

る額

１ 教習指導員

として必要な

自動車の運転

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

４，１５０円 １ 教習指導員

として必要な

自動車の運転

技能

� 大型自動車免許及び中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

４，４５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

３，７５０円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

４，１００円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，３００円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，３５０円

� 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

４，４５０円 � 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

４，８００円

２ 技能教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，４５０円 ２ 技能教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，３００円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，４００円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，３５０円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，５００円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，３００円
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� 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

１，９００円 � 大型自動車第二種免許

等に係る教習指導員審査

２，０００円

３ 学科教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，３５０円 ３ 学科教習に

必要な教習の

技能

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，２５０円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，３００円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２５０円

� 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，１５０円 � 特定第一種運転免許に

係る教習指導員審査

１，２５０円

４ 道路交通法

第１０８条の２８第

４項に規定す

る教則の内容

となっている

事項その他自

動車の運転に

関する知識

� 省略 ４ 道路交通法

第１０８条の２８第

４項に規定す

る教則の内容

となっている

事項その他自

動車の運転に

関する知識

� 省略

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２００円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２５０円

� 省略 � 省略

５ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 省略 ５ 自動車教習

所に関する法

令についての

知識

� 省略

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２００円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２５０円

� 省略 � 省略

６ 教習指導員

として必要な

教育について

の知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，３５０円 ６ 教習指導員

として必要な

教育について

の知識

� 大型自動車免許又は中

型自動車免許に係る教習

指導員審査

１，４００円

� 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，１５０円 � 普通自動車免許に係る

教習指導員審査

１，２００円

� 省略 � 省略

７ 道路運送法

第２条第３項

に規定する旅

客自動車運送

事業及び自動

車運転代行業

の業務の適正

化に関する法

律第２条第１

項に規定する

自動車運転代

行業に関する

法令について

の知識

大型自動車第二種免許等に

係る教習指導員審査

２，７００円 ７ 道路運送法

第２条第３項

に規定する旅

客自動車運送

事業及び自動

車運転代行業

の業務の適正

化に関する法

律第２条第１

項に規定する

自動車運転代

行業に関する

法令について

の知識

大型自動車第二種免許等に

係る教習指導員審査

２，７５０円

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は３，０００円を、普通自動車免許に係る教習指導員審

査については９５０円を、特定第一種運転免許に係る

備考

１ 教習指導員審査を受けようとする者が１の項及び

２の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、１の

項及び２の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は３，４５０円を、普通自動車免許に係る教習指導員審

査については９００円を、特定第一種運転免許に係る
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教習指導員審査については１，０５０円を、大型自動車

第二種免許等に係る教習指導員審査については

３，０５０円を減ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び

５の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、４の

項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は１００円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査

については１００円を、特定第一種運転免許に係る教

習指導員審査については５０円を減ずるものとする。

教習指導員審査については１，１００円を、大型自動車

第二種免許等に係る教習指導員審査については

２，９５０円を減ずるものとする。

２ 教習指導員審査を受けようとする者が４の項及び

５の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のい

ずれをも免除される者である場合にあっては、４の

項及び５の項の右欄に定めるところによるほか、別

表３６の項の右欄に定める額から更に大型自動車免許

又は中型自動車免許に係る教習指導員審査について

は１５０円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査

については１００円を、特定第一種運転免許に係る教

習指導員審査については５０円を減ずるものとする。

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３５号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例

（信号機に関する基準）

第１条 信号機に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号。以下「法」という。）第３６条第２

項の条例で定める基準は、当該信号機が、次の各号のいずれかに該当する信号機であること又は当該信号機を設置する場所において次の

各号のいずれかに該当する信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であることとする。

� 道路交通法施行令（昭和３５年政令第２７０号）第２条第４項に規定する信号機であって、次のいずれかに該当するもの

ア 人の形の記号を有する青色の灯火の信号（以下「歩行者用青信号」という。）に従って道路を横断し、又は横断しようとしている

視覚障害者に対し、歩行者用青信号の表示を開始したこと又は当該表示を継続していることを伝達するための音響を発することがで

きるもの

イ 歩行者用青信号の表示を開始した時に当該信号に従って道路の横断を始めた高齢者、障害者等がその横断を終わるため通常要する

と認められる時間内に人の形の記号を有する赤色の灯火の信号の表示を開始しないもの

ウ 歩行者用青信号が表示されている間、当該表示が終了するまでの時間を表示することができるもの

� 交差点において他の信号機と一体的に交通整理を行うことができる信号機であって、歩行者用青信号に従って歩行者又は自転車が道

路を横断することができる場合において、当該信号機及び当該他の信号機のいずれもが、車両又は路面電車（交差点において既に左折

し、又は右折しているものを除く。）が当該道路を通行することができることとなる信号を表示しないこととなるもの

（道路標識に関する基準）

第２条 道路標識に関する法第３６条第２項の条例で定める基準は、反射材料を用い、又は夜間照明装置を施した道路標識であることとする。

（道路標示に関する基準）

第３条 道路標示に関する法第３６条第２項の条例で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する道路標示であることとする。

� 反射材料を用い、又は反射装置を施した道路標示

� 横断歩道であることを表示する道路標示であって、視覚障害者の誘導を行うための線状又は点状の突起が設けられたもの

附 則

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

�愛媛県条例第３６号
愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように公布する。

平成２４年３月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例の一部を改正する条例

愛媛県議会議員の議員報酬の特例に関する条例（平成２３年愛媛県条例第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

附 則

２ この条例は、平成２５年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

２ この条例は、平成２４年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

平成２４年３月２７日 発行
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